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59.嵐山東公園

(京都府)

記入者：  

1



  （占用者作成） 

位置図 現況写真 

写真 （上） 

中央上流より望む 

写真 （下） 

松尾下流より望む 

令和７年８月 22 日撮影 

標準断面 

現在の 

利用形態 

・上流側は桂川から取水した水路及び
池を含む樹林を主体とする散策広場

・中流は 3 面のグラウンドがあり、緑
と親しみながらスポーツを楽しむこ
とができる広場

・下流側は芝生を整備し、遊具を配置し
た憩いの広場 

占用面積 74,269.71 ㎡ 

許可の 

経緯 

＜当初許可＞S52.12.20 

＜許可期限＞R8.11.30 都市計画

の有無 

・昭和 29 年 3 月 23 日に公園として都市計
画決定される。
昭和 32 年 11 月 4 日都市公園区域告示
12.3ha(計画面積)
昭和 39 年 10 月 20 日都市公園区域告示
11.4ha(公開面積)
総合公園：住民が休息、散歩、運動等総合
的な利用に供される。

・昭和 49 年 12 月 6 日桂川右岸(渡月橋より
下流～松尾橋)の区域を広域避難場所とし
て指定される。 

・京都市風致地区条例の風致地区第２種地域。
・文化財保護法による史跡･名勝。

堤内地・堤

防・堤外地 
堤内地 ・ 堤防 ・ 堤外地 

付帯施設

等 
バックネット(グラウンド) 

特記事項 

・桂川右岸高水敷の公園化について住民要望に基づき京都府が整備に着手。当時の河川管理
者は京都知事であったが、昭和 42 年 6 月 1 日に河川管理者が知事から大臣に変更になった
ため河川占用許可をとる。(昭和 52 年 12 月 20 日～昭和 55 年 12 月 19 日)

・昭和 53 年に運動広場拡張。
・平成 19 年に小倉百人一首の歌碑を含む教養施設を設置。
・冠水実績：平成 25 年 9 月台風 18 号災害により初めて一部冠水したが被害は無し

前回審議

意見と 

対応 

前回審議の意見 前回審議意見の対応 

・公園としての管理は良好であるが、桂川の河道内で
あるにもかかわらず川との関わりが感じられない
のは残念である。既設の文芸紹介の歌碑と同様に、
周辺の環境や動植物を紹介するサインの設置や、公
園の特徴になっている引き込み水路を活かした水
辺とのかかわりを利用者に訴えるような工夫につ
いて、検討されたい。 

・「河川保全利用指針(案)」に紹介されている環境学
習会のような、利用者が参加するイベントを占用者
の企画で開催できるとよい。 

・引き込み水路にホタルの生息が確認されて
いることから、情報発信の手法を考えてまい
りたい。
・占用者（京都府）が主催はしていないが、
「虫の音ガイドツアー」、「昆虫の採取・観察
イベント」の取り組みが国主導で行われてい
る。
また、地元主導で「若鮎祭」などでも桂川の

恵みを PR する取り組みが行われており、自然
保護意識の醸成が行われている。 

番号 59.嵐山東公園 占用目的 公園 許可受者 京都府 場所 
右岸 15.8k-20m～16.0k+69m 

右岸 16.2k+25m～17.4k+90m 

ランク:C

（16.6ｋ） 

施設 

平成 26 年 3 月測
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3



Ｃ
ラ

ン
ク

案
件

の
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

の
様

式
記

入
者

：
（
京

都
土

木
事

務
所

　
施

設
保

全
・
用

地
課

）
●

河
川

保
全

利
用

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
（
占

用
地

　
名

称
：
5
9
嵐

山
東

公
園

）
N

o
確

認
の

視
点

確
認

事
項

過
年

度
意

見
過

年
度

意
見

に
つ

い
て

の
対

応
と

進
捗

占
用

者
に

よ
る

確
認

河
川

管
理

者
に

よ
る

確
認

河
川

保
全

利
用

委
員

会
の

意
見

評
価

欄
評

価
区

分
備

考

1
占

用
の

必
要

性

自
治

体
等

が
策

定
す

る
計

画
に

当
該

施
設

の
位

置
づ

け
は

あ
る

か
※

計
画

名
を

挙
げ

た
う

え
、

具
体

的
な

記
載

箇
所

を
記

す
（
例

）
総

合
計

画
、

都
市

計
画

、
緑

の
基

本
計

画
等

昭
和

2
9
年

3
月

2
3
日

に
公

園
と

し
て

都
市

計
画

決
定

さ
れ

る
。

○
：
あ

る
△

：
検

討
中

×
：
な

い

2
避

難
場

所
等

の
防

災
上

の
位

置
づ

け
は

あ
る

か
（
例

）
地

域
防

災
計

画
等

昭
和

4
9
年

1
2
月

6
日

桂
川

右
岸

（
渡

月
橋

よ
り

下
流

～
松

尾
橋

）
の

区
域

を
広

域
避

難
場

所
と

し
て

指
定

さ
れ

て
い

る
。

○
：
あ

る
△

：
検

討
中

×
：
な

い

3
堤

内
地

に
お

い
て

代
替

施
設

を
設

置
、

又
は

既
存

施
設

に
よ

り
機

能
を

代
替

す
る

計
画

は
あ

る
か

な
い

。
○

：
あ

る
△

：
検

討
中

×
：
な

い

7
占

用
目

的
特

定
の

利
用

者
・
団

体
に

限
定

せ
ず

、
公

平
な

利
用

が
で

き
る

か

公
園

と
し

て
の

管
理

は
良

好
で

あ
る

が
、

桂
川

の
河

道
内

で
あ

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

川
と

の
関

わ
り

が
感

じ
ら

れ
な

い
の

は
残

念
で

あ
る

。
既

設
の

文
芸

紹
介

の
歌

碑
と

同
様

に
、

周
辺

の
環

境
や

動
植

物
を

紹
介

す
る

サ
イ

ン
の

設
置

や
、

公
園

の
特

徴
に

な
っ

て
い

る
引

き
込

み
水

路
を

活
か

し
た

水
辺

と
の

か
か

わ
り

を
利

用
者

に
訴

え
る

よ
う

な
工

夫
に

つ
い

て
、

検
討

さ
れ

た
い

。

水
路

は
桂

川
よ

り
河

川
水

を
引

き
入

れ
て

お
り

、
桂

川
の

水
位

が
下

が
る

と
水

が
少

な
く
な

る
こ

と
か

ら
魚

等
の

生
息

は
あ

ま
り

見
ら

れ
な

い
状

況
蛍

は
生

息
が

確
認

さ
れ

て
い

る
の

で
、

情
報

発
信

の
手

法
を

考
え

て
ま

い
り

た
い

。

グ
ラ

ウ
ン

ド
利

用
に

つ
い

て
は

、
抽

選
に

よ
り

決
定

し
て

お
り

、
公

平
な

利
用

が
で

き
て

い
る

。

○
：
公

平
に

利
用

で
き

る
△

：
公

平
に

利
用

で
き

な
い

 場
合

が
あ

る
×

：
特

定
の

者
が

利
用

8
利

用
状

況
は

占
用

目
的

に
合

致
し

て
い

る
か

合
致

し
て

い
る

。

○
：
合

致
し

て
い

る
△

：
合

致
し

て
い

な
い

場
合

が
あ

る
×

：
合

致
し

て
い

な
い

1
0

自
然

環
境

の
保

全
・
再

生

保
全

す
べ

き
動

植
物

な
ど

、
占

用
区

域
及

び
そ

の
付

近
の

自
然

環
境

で
配

慮
す

べ
き

事
項

を
把

握
し

て
い

る
か

（
例

）
貴

重
種

の
生

育
・
生

息
地

、
ヨ

シ
原

、
干

潟
、

野
鳥

の
営

巣
地

、
外

来
種

の
繁

殖
等

「
河

川
保

全
利

用
指

針
(案

)」
に

紹
介

さ
れ

て
い

る
環

境
学

習
会

の
よ

う
な

、
利

用
者

が
参

加
す

る
イ

ベ
ン

ト
を

占
用

者
の

企
画

で
開

催
で

き
る

と
よ

い
。

親
水

施
設

に
あ

る
水

路
に

ホ
タ

ル
を

確
認

し
て

お
り

、
草

刈
り

の
時

期
を

調
整

し
て

い
る

。

○
：
把

握
し

て
い

る
△

：
調

査
中

×
：
連

携
し

て
い

な
い

1
6

適
正

な
利

用
不

許
可

の
工

作
物

は
設

置
さ

れ
て

い
な

い
か

設
置

さ
れ

て
い

な
い

。
○

：
設

置
さ

れ
て

い
な

い
△

：
設

置
さ

れ
る

場
合

が
あ

る
×

：
設

置
さ

れ
て

い
る

1
7

占
用

区
域

外
を

使
用

し
て

い
な

い
か

（
例

）
・
ト

イ
レ

、
道

具
入

れ
等

の
工

作
物

設
置

・
グ

ラ
ウ

ン
ド

、
駐

車
場

等
の

造
成

・
利

用
等

使
用

し
て

い
な

い
。

○
：
使

用
し

て
い

な
い

△
：
使

用
し

て
い

る
場

合
が

あ
る

×
：
使

用
し

て
い

る

1
9

地
域

住
民

の
迷

惑
に

な
る

利
用

が
な

さ
れ

て
い

な
い

か （
例

）
施

設
利

用
者

に
よ

る
ゴ

ミ
の

投
棄

、
車

両
通

行
や

路
上

駐
車

に
よ

る
交

通
問

題
、

騒
音

等

さ
れ

て
い

な
い

。
○

：
迷

惑
な

利
用

は
な

い
△

：
迷

惑
に

な
る

場
合

が
あ

る
×

：
迷

惑
な

利
用

が
あ

る

2
0

利
用

状
況

を
ふ

ま
え

た
管

理
運

営
・
利

用
の

ル
ー

ル
を

定
め

て
い

る
か

有
料

グ
ラ

ウ
ン

ド
は

定
め

ら
れ

て
い

る
が

、
そ

の
他

は
都

市
公

園
法

及
び

条
例

に
て

対
応

を
し

て
い

る
。

○
：
定

め
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
定

め
て

い
な

い

2
2

管
理

運
営

・
利

用
の

ル
ー

ル
は

施
設

利
用

者
及

び
管

理
運

営
者

に
周

知
し

て
い

る
か

広
報

搭
載

、
重

要
な

項
目

は
看

板
等

を
設

置
し

て
注

意
を

図
っ

て
い

る
。

○
：
定

め
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
定

め
て

い
な

い
、

又
は

ル
ー

ル
を

定
め

て
い

な
い

4



【参考資料】河川保全利用委員会速記録 

（関連部分のみ抜粋） 
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「No.59 嵐⼭東公園(京都府)」

■過年度審議結果のレビュー

150

平成18年 委員会

平成22年 委員会

公園の清掃や草刈りなどの管理はよく行われている。

従来どおりの施設の維持管理に努めるとともに、施設の立地条件を活かし、施設利用を
通じた人と川とのつながり、川への親しみ、生き物への関心が深まるようなしくみと工夫
を検討していただきたい。

（平成19年度と同様）
⇒樹木伐採は枯れ木枯れ枝以外は行わないように努めている。自転車道による分断は考

えていない。バーベキュー等の問題について、河川管理者、京都市及び地元自治体と
連携し啓発看板を設置している。

平成19年 委員会 樹林地は、自転車道を越えた河川部に広がる自然草地との連続性、水域とのつながり
を強める管理が引き続き望まれる。

⇒環境教育の場としての利用方法について、具体的な計画はない。 清掃は毎日実施し、
草刈りは定期的に行っている。

オギやススキなどの高茎植物帯や樹林帯を川側に設けて、できるだけ河川との一体化
を図り、自転車道による地域の分断を緩和することが望ましい。

⇒ 京都市が自転車道を管理しており、公園と河川の一体化には市と協議が必要である。
従来どおりの施設の維持管理につとめるとともに、川らしい川となるように利用方法を検

討していただきたい。

【桂川】

平成26年 委員会 出水時に冠水する場所との認識を利用者と共有されたい。
生き物と出会うための場所、水辺遊びができる場所としての整備や活用も検討されたい。
人と川とのつながりを利用者に意識させる場所としての整備や活用も検討されたい。
占用地周辺の河川環境について情報収集や周知に努められたい。
使用の方法などに関して中間報告をしていただきたい。

「No.59 嵐⼭東公園(京都府)」

■過年度審議結果のレビュー

151

【桂川】

令和2年 委員会 公園としての管理は良好であるが、桂川の河道内であるにもかかわらず川との関わりが
感じられないのは残念である。既設の文芸紹介の歌碑と同様に、周辺の環境や動植物
を紹介するサインの設置や、公園の特徴になっている引き込み水路を活かした水辺との
かかわりを利用者に訴えるような工夫について、検討されたい。

「河川保全利用指針(案)」に紹介されている環境学習会のような、利用者が参加するイベ
ントを占用者の企画で開催できるとよい。

占用区域外であるが、堤外民地の公園側境界の波板が残念であるため、嵐山の良好な
景観形成に向け、河川管理者からの要望提示など、何らか働きかけができるとよい。
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60．桂川運動公園 

(京都府) 

記入者：京都府商工労働観光部労働政策室 
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ランク：A

番号 60.桂川運動公園 占用目的 公園 許可受者 京都府 場所
左岸 14.8k－120m～

15.6k+140m 

１．施設の概要    (占用者作成) 

位置図

※平面図は６．を参照

現況写真

グラウンド

花壇公園

令和 7 年 

8 月 21 日撮影 

（写真撮影者：平尾）

現在の

利用形態

・運動広場（野球・サッカー等）６面、

修景・休憩施設等

占用面積 28,044.55 ㎡＋仮設トイレ６㎡ 付帯施設等 倉庫２基、仮設トイレ１基

許可の経緯

＜当初許可＞ S60.03.08 

＜許可期限＞ R9.03.31 

利用者数

平成 29 年度 年間利用者数  80,000 人 

平成 30 年度 年間利用者数 80,000 人 

令和元年度 年間利用者数 80,000 人 

令和２年度 年間利用者数 60,000 人 

（4/12～5/31 緊急事態宣言発令により、グラウンド使用禁止） 

令和３年度 年間利用者数 60,000 人 
（4/25～5/31、8/20～9/30 緊急事態宣言発令により、グラウンド使用禁止） 

令和 4 年度 年間利用者数 60,000 人 

令和 5 年度 年間利用者数 60,000 人 

令和 6 年度 年間利用者数 60,000 人 

堤内地･

堤外地
堤内地 ・ 堤防 ・ 堤外地 

周辺の

土地利用の

状況

・堤内地側は住宅市街地

・堤防を挟んで病院、マンション、一般住宅に隣接する。

関連諸計画

における

占用地の

位置付け

・京都市広域避難場所（松尾橋～上野橋 6.30ha）に含まれている。

その他

特記事項

（当初に許可を受けた経緯） 

失業対策事業としての公園整備事業を目的に近畿建設局長の占用許可を得た。 

（仮設トイレ設置場所の変更） 

従来、公園内に仮設している移動式トイレは、堤防下に設置し、防災対策として出水期のみ
堤防上に移設する運用をしているが、利用者の利便性向上等のため、堤防上に常設したいと考
えている。現在、占用許可の変更申請に向けて淀川河川事務所桂川出張所と協議を進めている
ところである。 

（通用口の設置） 

急な雷雨等の際の避難経路の確保のため、桂川運動公園に隣接する大縄場児童公園（京都市
営）を横切って避難するための通用口を設置。（Ｒ6.11.25 設置） 

（直近の冠水） 

平成 30 年 7 月 5 日～8 日の豪雨により、桂川が増水、公園が浸水したことに伴い、表土が
流出し、地面が陥没する被害を生じため、平成 30 年 11 月～平成 31 年 3 月の間、復旧工事を
実施した。（整備費用：5,670 千円） 

●
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ランク：A

番号 60.桂川運動公園 占用目的 公園 許可受者 京都府 場所
左岸 14.8k－120m～

15.6k+140m 

２．施設の現状    (占用者作成) 

占用の

必要性

・京都盆地に人口が密集する京都市内において、同規模の運動公園を求めることは事実上不可

能に近い状態にある中で、当該公園（桂川運動公園）は市内有数の運動広場として、また、

憩いの場所として児童、高齢者等多くの府民に利用されているため、引き続き利用に供する

必要がある。 

・また、安全に整備された環境により、長年、子どもから老人に至る地域住民に親しまれる安

全な公園となっており、人を川に呼ぶきっかけにもなっている。

管理状況

・管理主体 ：京都府が主体となり、ＮＰＯ法人に管理委託している 

・管理規則の有無：有（桂川運動公園管理運営要領、平常時の維持管理や出水時のおける管理

体制等の事項を明記） 

・管理内容 ：公園内草刈、清掃、グラウンド整備を実施 

最下流部は草地状態を維持するよう管理 

利用状況

・利用規則の有無 ：有（桂川運動公園管理運営要領） 

・排他独占利用の有無 ：無（自由利用が原則で、運動広場、ゲートボール場は利用申込によ
りＮＰＯ法人が利用調整を図っており、トラブル等は起こっていな
い） 

・申請内容と異なる利用等：無（仮設トイレ設置場所については、淀川河川事務所桂川出張所

と協議中） 

前回審議の

意見と対応 

前回審議の意見 前回審議意見の対応 

・委託先が積極的に取り組んでいる事例につ

いても積極的にアピールしていってほしい。 

占用者説明会でほかの占用者に「良い事例」

として紹介していってほしい。

・委託先では、従来から環境問題等に取り

組む団体等と連携して、希少植物の花壇

移植、環境学習や景観維持等の取組を実

施しており、占用者説明会等で積極的に

紹介発信を図っていく。

環境保全に

向けて申請

者の取り組

み 

・長期的展望 ：環境に負荷をかけない公園の維持管理に努める。 

・利用者への環境保全の周知 ：NPO 法人を通じ環境保全について周知を図る。

・環境イベント等 ：NPO 法人が主体となり、地域住民を含めた清掃活動の実施 

清掃活動に参加。 

・その他   ：最下流部の空間利用(草地のまま自然に任す)を維持する。 

ごみの持ち帰りマナーの啓発を行うとともに、放置ごみが見

つかったときは、早急に対処。 

その他 ・特になし
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ランク：A 

 

番号 60.桂川運動公園 占用目的 公園 許可受者 京都府 場所 
左岸 14.8k－120m～

15.6k+140m 
 

３．施設の自然環境的状況                         (河川管理者作成) 

占用地及び周辺の 
自然環境 

・当該占用地の前面水域は内湾部に位置し、大規模な砂州が位置する。 
・占用地は運動場として人工的に整備されている。 
・京都市の広域避難場所に指定されている。 
・砂州上の植生は外来種のセイタカアワダチソウ群落などが支配的であるが、水際

付近にはヒメムカシヨモギ・オオアレチノギク群落やツルヨシ群集なども広く分

布している。 
・イカルチドリなどの河原の砂礫地に依存する鳥類が見られる。 

自然環境上重要な場所 

・占用地前面の河原には自然な植生群落や裸地があり、多様な環境が形成されてお

り生物にとっての重要な生息場となっていると考えられる。 
・注目すべき種も確認されている。 

水際の 
状況 

水域までの

距離 

・水域までの距離：30～140ｍ 
・コンクリート護岸が整備されている。 

水面との 
高低差 

・約 4.5m 

環境面から見た 
望ましい利用方針 

・占用地周辺の河川内の砂州は生物にとって重要な環境と考えられることから、内

部に立ち入らないようにすることが望まれる。 
・特に春～秋かけての生物の繁殖期には生物の忌避行動につながるような行為(河

岸に近づく、大きな音が出るなど)は避ける必要がある。 
・環境啓発看板を設置し、利用者に周辺の貴重な環境を周知し、占用区域内での利

用の遵守や環境保全への意識向上を図る。 
・昆虫等の生息域となる自然環境を広げるために管理区域等の草地の刈り残しを

図る。 
・環境啓発の一環として、利用施設周辺の清掃を行う。 
・利用者の河川の環境保全に関する意識向上を目的として、河川レンジャーと連携

した環境教育のあり方を検討する。 
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ランク：A

番号 60.桂川運動公園 占用目的 公園 許可受者 京都府 場所
左岸 14.8k－120m～

15.6k+140m 

４．占用許可期間の更新についての意見    (委員会作成) 
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ランク：A

番号 60.桂川運動公園 占用目的 公園 許可受者 京都府 場所
左岸 14.8k－120m～

15.6k+140m 

５．委員会の審議内容に関わる現況写真   (占用者作成) 

(平面図) 

(断面図：15.2k) 

1

2

3
45

6

７ 

施設 

①公園と水際 ②公園入口

令和 7 年 8 月 21 日撮影 占用区域 令和 7 年 8 月 21 日撮影 
12



 
ランク：A 

 

番号 60.桂川運動公園 占用目的 公園 許可受者 京都府 場所 
左岸 14.8k－120m～

15.6k+140m 
 

 (占用者作成) 

③占用に関する看板                 ④上流側グラウンド 

⑤ゲートボール場付近 ⑥下流グラウンド 

⑦最下流の状況 

令和 7 年 8 月 21 日撮影 令和 7 年 8 月 21 日撮影 

令和 7 年 8 月 21 日撮影 令和 7 年 8 月 21 日撮影 

令和 7 年 8 月 21 日撮影 
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Ａ
ラ

ン
ク

案
件

の
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

の
様

式
（
1
/
2
）

記
入

者
：
（
京

都
府

労
働

政
策

室
）

●
河

川
保

全
利

用
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

（
占

用
地

　
名

称
：
6
0
桂

川
運

動
公

園
）

N
o

確
認

の
視

点
確

認
事

項
過

年
度

意
見

過
年

度
意

見
に

つ
い

て
の

対
応

と
進

捗
占

用
者

に
よ

る
確

認
河

川
管

理
者

に
よ

る
確

認
河

川
保

全
利

用
委

員
会

の
意

見
評

価
欄

評
価

区
分

備
考

1
占

用
の

必
要

性

自
治

体
等

が
策

定
す

る
計

画
に

当
該

施
設

の
位

置
づ

け
は

あ
る

か
※

計
画

名
を

挙
げ

た
う

え
、

具
体

的
な

記
載

箇
所

を
記

す
（
例

）
総

合
計

画
、

都
市

計
画

、
緑

の
基

本
計

画
等

位
置

付
け

は
な

い
○

：
あ

る
△

：
検

討
中

×
：
な

い

2
避

難
場

所
等

の
防

災
上

の
位

置
づ

け
は

あ
る

か
（
例

）
地

域
防

災
計

画
等

京
都

市
広

域
避

難
場

所
に

指
定

○
：
あ

る
△

：
検

討
中

×
：
な

い

3
堤

内
地

に
お

い
て

代
替

施
設

を
設

置
、

又
は

既
存

施
設

に
よ

り
機

能
を

代
替

す
る

計
画

は
あ

る
か

計
画

は
な

い
○

：
あ

る
△

：
検

討
中

×
：
な

い

4

川
ら

し
い

自
然

環
境

に
影

響
が

少
な

い
施

設
に

転
換

す
る

計
画

は
あ

る
か

（
例

）
・
水

際
部

の
占

用
面

積
を

縮
小

・
グ

ラ
ウ

ン
ド

を
親

水
公

園
に

変
更

・
河

川
敷

内
で

場
所

移
動

　
　

　
　

等

計
画

は
な

い
○

：
あ

る
△

：
検

討
中

×
：
な

い

5
検

討
体

制

占
用

施
設

の
代

替
地

の
検

討
や

自
然

環
境

に
影

響
が

少
な

い
施

設
へ

の
転

換
に

向
け

て
、

環
境

や
ま

ち
づ

く
り

の
関

係
部

局
と

連
携

し
て

い
る

か
※

連
携

部
局

が
あ

る
場

合
に

は
、

そ
の

名
称

も
合

わ
せ

て
記

す

連
携

し
て

い
な

い
○

：
連

携
し

て
い

る
△

：
検

討
中

×
：
連

携
し

て
い

な
い

6
占

用
目

的
占

用
目

的
は

「
川

ら
し

い
利

用
、

川
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

利
用

」
に

合
致

す
る

か
一

部
合

致
し

て
い

る
○

：
合

致
す

る
△

：
一

部
合

致
す

る
×

：
合

致
し

な
い

7
特

定
の

利
用

者
・
団

体
に

限
定

せ
ず

、
公

平
な

利
用

が
で

き
る

か
公

平
な

利
用

が
出

来
る

（
管

理
要

領
に

記
載

さ
れ

て
い

る
）

○
：
公

平
に

利
用

で
き

る
△

：
公

平
に

利
用

で
き

な
い

 場
合

が
あ

る
×

：
特

定
の

者
が

利
用

8
利

用
状

況
は

占
用

目
的

に
合

致
し

て
い

る
か

合
致

し
て

い
る

○
：
合

致
し

て
い

る
△

：
合

致
し

て
い

な
い

場
合

が
あ

る
×

：
合

致
し

て
い

な
い

9
連

携
体

制
「
川

ら
し

い
利

用
、

川
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

利
用

」
に

関
す

る
取

組
に

つ
い

て
、

施
設

利
用

者
や

地
域

住
民

、
市

民
団

体
等

と
連

携
し

て
い

る
か

連
携

し
て

い
る

（
施

設
利

用
者

や
地

域
住

民
、

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
や

桂
川

ク
ラ

ブ
）

○
：
連

携
し

て
い

る
△

：
検

討
中

×
：
連

携
し

て
い

な
い

1
0

自
然

環
境

の
保

全
・
再

生

保
全

す
べ

き
動

植
物

な
ど

、
占

用
区

域
及

び
そ

の
付

近
の

自
然

環
境

で
配

慮
す

べ
き

事
項

を
把

握
し

て
い

る
か

（
例

）
貴

重
種

の
生

育
・
生

息
地

、
ヨ

シ
原

、
干

潟
、

野
鳥

の
営

巣
地

、
外

来
種

の
繁

殖
等

調
査

中
○

：
把

握
し

て
い

る
△

：
調

査
中

×
：
連

携
し

て
い

な
い

1
1

占
用

区
域

及
び

そ
の

付
近

に
お

い
て

、
水

位
変

動
に

よ
り

冠
水

・
撹

乱
さ

れ
る

区
域

を
把

握
し

て
い

る
か

把
握

し
て

い
る

○
：
把

握
し

て
い

る
△

：
調

査
中

×
：
連

携
し

て
い

な
い
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Ａ
ラ

ン
ク

案
件

の
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

の
様

式
（
2
/
2
）

記
入

者
：
（
京

都
府

労
働

政
策

室
）

●
河

川
保

全
利

用
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

（
占

用
地

　
名

称
：
6
0
桂

川
運

動
公

園
）

N
o

確
認

の
視

点
確

認
事

項
過

年
度

意
見

過
年

度
意

見
に

つ
い

て
の

対
応

と
進

捗
占

用
者

に
よ

る
確

認
河

川
管

理
者

に
よ

る
確

認
河

川
保

全
利

用
委

員
会

の
意

見
評

価
欄

評
価

区
分

備
考

1
2

施
設

整
備

は
河

川
の

生
態

系
の

連
続

性
（
縦

断
方

向
及

び
横

断
方

向
）
の

確
保

な
ど

自
然

環
境

に
配

慮
し

て
い

る
か

（
例

）
水

際
部

に
緩

衝
緑

地
を

設
置

等

配
慮

し
て

い
る

（
水

際
部

に
緑

地
帯

、
下

流
部

を
自

然
な

形
で

保
全

）

○
：
配

慮
し

て
い

る
△

：
検

討
中

×
：
配

慮
し

て
い

な
い

1
3

管
理

運
営

は
占

用
区

域
及

び
そ

の
付

近
の

自
然

環
境

の
保

全
・
再

生
に

配
慮

し
て

い
る

か
（
例

）
投

棄
さ

れ
た

ゴ
ミ

の
収

集
、

除
草

時
の

水
際

部
刈

り
残

し
、

野
鳥

の
営

巣
時

期
の

利
用

制
限

等

配
慮

し
て

い
る

（
水

際
部

に
緑

地
帯

、
下

流
部

を
自

然
な

形
で

保
全

）
不

法
に

投
棄

さ
れ

た
ゴ

ミ
の

収
集

、
未

利
用

地
の

保
全

、
環

境
学

習
の

実
施

）

○
：
配

慮
し

て
い

る
△

：
検

討
中

×
：
配

慮
し

て
い

な
い

1
4

施
設

利
用

者
に

占
用

区
域

及
び

そ
の

付
近

の
自

然
環

境
に

関
す

る
情

報
発

信
、

注
意

喚
起

は
行

っ
て

い
る

か
（
例

）
情

報
板

設
置

に
よ

る
環

境
配

慮
へ

の
啓

発
等

行
っ

て
い

る
（
環

境
啓

発
に

係
る

掲
示

）

○
：
行

っ
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
行

っ
て

い
な

い

1
5

占
用

区
域

及
び

そ
の

付
近

の
自

然
環

境
を

活
か

し
た

環
境

学
習

・
保

全
活

動
を

行
っ

て
い

る
か

行
っ

て
い

る
○

：
行

っ
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
行

っ
て

い
な

い

1
6

適
正

な
利

用
不

許
可

の
工

作
物

は
設

置
さ

れ
て

い
な

い
か

ベ
ー

ス
や

ネ
ッ

ト
な

ど
の

工
作

物
が

確
認

さ
れ

た
た

め
、

管
理

団
体

に
対

し
、

撤
去

を
指

示

○
：
設

置
さ

れ
て

い
な

い
△

：
設

置
さ

れ
る

場
合

が
あ

る
×

：
設

置
さ

れ
て

い
る

1
7

占
用

区
域

外
を

使
用

し
て

い
な

い
か

（
例

）
・
ト

イ
レ

、
道

具
入

れ
等

の
工

作
物

設
置

・
グ

ラ
ウ

ン
ド

、
駐

車
場

等
の

造
成

・
利

用
等

使
用

し
て

い
な

い

○
：
使

用
し

て
い

な
い

△
：
使

用
し

て
い

る
場

合
が

あ
る

×
：
使

用
し

て
い

る

1
8

占
用

施
設

及
び

そ
の

利
用

者
が

自
然

観
察

や
水

面
利

用
（
カ

ヌ
ー

、
釣

り
等

）
な

ど
を

行
う

河
川

利
用

者
の

水
辺

へ
の

ア
ク

セ
ス

の
支

障
に

な
っ

て
い

な
い

か

支
障

は
な

い
○

：
支

障
は

な
い

△
：
支

障
に

な
る

場
合

が
あ

る
×

：
支

障
が

あ
る

1
9

地
域

住
民

の
迷

惑
に

な
る

利
用

が
な

さ
れ

て
い

な
い

か
（
例

）
施

設
利

用
者

に
よ

る
ゴ

ミ
の

投
棄

、
車

両
通

行
や

路
上

駐
車

に
よ

る
交

通
問

題
、

騒
音

等

公
園

内
は

バ
ー

ベ
キ

ュ
ー

禁
止

で
あ

り
、

啓
発

を
行

っ
て

い
る

管
理

区
域

外
か

ら
の

持
ち

込
み

ゴ
ミ

に
つ

い
て

も
啓

発
を

行
い

巡
回

を
強

め
て

い
る

○
：
迷

惑
な

利
用

は
な

い
△

：
迷

惑
に

な
る

場
合

が
あ

る
×

：
迷

惑
な

利
用

が
あ

る

2
0

利
用

状
況

を
ふ

ま
え

た
管

理
運

営
・
利

用
の

ル
ー

ル
を

定
め

て
い

る
か

管
理

運
営

要
領

を
定

め
て

い
る

○
：
定

め
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
定

め
て

い
な

い

2
1

管
理

運
営

・
利

用
の

ル
ー

ル
に

自
然

環
境

の
保

全
・
再

生
に

関
す

る
事

項
は

定
め

て
い

る
か

要
領

に
は

定
め

て
い

な
い

が
、

管
理

委
託

契
約

書
の

中
で

定
め

て
い

る

○
：
定

め
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
定

め
て

い
な

い
、

又
は

ル
ー

ル
を

定
め

て
い

な
い

2
2

管
理

運
営

・
利

用
の

ル
ー

ル
は

施
設

利
用

者
及

び
管

理
運

営
者

に
周

知
し

て
い

る
か

委
託

先
が

積
極

的
に

取
り

組
ん

で
い

る
事

例
に

つ
い

て
も

積
極

的
に

ア
ピ

ー
ル

し
て

い
っ

て
ほ

し
い

。
占

用
者

説
明

会
で

ほ
か

の
占

用
者

に
「
良

い
事

例
」
と

し
て

紹
介

し
て

い
っ

て
ほ

し
い

。

地
域

環
境

団
体

「
桂

川
ク

ラ
ブ

」
主

導
で

、
継

続
的

に
実

施
し

て
い

る
希

少
植

物
の

花
壇

移
植

や
、

「
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

」
主

導
の

環
境

学
習

等
、

主
体

的
な

取
組

に
つ

い
て

、
今

後
占

用
者

説
明

会
で

積
極

的
に

紹
介

、
発

信
を

図
っ

て
い

く
。

周
知

し
て

い
る

（
看

板
、

H
P
等

）

○
：
定

め
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
定

め
て

い
な

い
、

又
は

ル
ー

ル
を

定
め

て
い

な
い
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【参考資料】 
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60．桂川運動公園（京都府）別紙 

記入者：労働政策室 

１．利用者数の把握方法 

管理を委託しているNPO法人から報告があった人数を記載 

２．利用実態の分かる図面 

３．連絡・調整を行った申請担当部局以外の部局や関連団体等 

○NPO法人右京少年野球振興会

・環境に関する普及・啓発活動の実践状況について確認

18



【参考資料】河川保全利用委員会速記録 

（関連部分のみ抜粋） 
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「No.60 桂川運動公園(京都府)」

■過年度審議結果のレビュー

152

平成18年 委員会 情報が不足している。
⇒個票等の資料を用意する。

平成19年 委員会 全域にわたって草刈りを行っており、維持管理の方法を工夫して欲しい。
川らしい自然環境を保全・再生するという基本姿勢に立ち、人と川とのつながりを重視し

た本施設の利用と管理にあたること。
自然空間の中を園路で利用する場所では周囲の自然環境に気配りするといった自然と

共存するための方策を、河川管理者と協議の上検討願いたい。
⇒放置自転車、不法投棄等については、河川管理者、NPO法人とも協力して、啓発看板の

設置や処分等の対応を行っている。
環境保全に向けた申請者の取り組みについては、ＮＰＯ法人等を通じて利用者に周知願

いたい。
⇒その他環境保全について、NPO法人を通じて利用者に徹底すべくNPO法人と協議中で

ある。

平成20年 委員会 川らしい自然環境を保全・再生するという基本姿勢に立ち、人と川とのつながりを重視し
た施設の利用と管理にあたること。

⇒放置自転車等はNPOに委託して、環境啓発パトロールなどに取り組んでいる。その他環
境保全について、NPOを通じて利用者に徹底すべく検討中である。

占用面積と利用面積を考えて、利用されていない部分を自然の草地に戻すことや環境
啓発看板について検討いただきたい。

⇒利用されていない部分は、手を加えることのないよう利用者に徹底を図っており、さらな
る積極的な施策については、今後の検討課題としたい。

【桂川】

「No.60 桂川運動公園(京都府)」

■過年度審議結果のレビュー

153

平成25年 委員会

川らしい自然環境を保全・再生するという基本姿勢に立ち、人と川とのつながりを重視し
た施設の利用と管理にあたること。

⇒不法投棄等について、河川管理者やNPOと協力して啓発看板の設置や処分を行い、改
善している。

占用面積と利用面積を考えて、利用されていない部分を自然の草地に戻すことや環境
啓発看板について検討いただきたい。

⇒利用していない最下流部はできるだけ自然に任すように管理している。環境保全につい
てNPOを通じて利用者に徹底すべく指導している。

川らしい利用のあり方について、府内で情報共有や意見交換を進めていただきたい。
⇒桂川流域グリーンネットワークとの連携により、自然環境の把握に努めている。庁内で

の具体的連携策は協議中である。
啓発看板について、引き続き検討していただきたい。
⇒流域の特徴的な動植物を掲示し、来園者に環境啓発を行っている。

平成28年 委員会 川に近づきやすく、川との関わりを持ちやすいという潜在的ポテンシャルを持っている場
所であり、地元NPO、教育関係者、河川レンジャーと協働で、環境学習や環境啓発に関
わる活動の展開について検討されたい。

平成22年 委員会

【桂川】
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「No.60 桂川運動公園(京都府)」

■過年度審議結果のレビュー

154

【桂川】

令和元年 委員会 ≪共通事項≫
普及啓発のサインを設置する際には桂川全体で統一したデザインであることが望ましい。

サインのうち、生物に関する情報の掲示にあたっては、生物多様性の地域戦略や、すで
に実施されている自然生態系調査と整合した内容とするよう努められたい。

河川管理者、公園管理者が協働で、利用者に対し、河川環境に関心を持ってもらえるよ
うな働きかけを積極的に行ってほしい。

豊かな河川環境を有し、景観的にも良好な場所であることを活かし、河川環境の魅力を
紹介し、利用者に改めて気づいてもらえるような普及啓発のサイン設置について検討さ
れたい。

管理を委託する際の契約書・仕様書等の「環境への配慮」についての記載をさらに工夫
し、河川環境を正しく理解し、活用してもらえるように促すことを検討されたい。

令和4年 委員会 希少種の植え替えなどの事例は、ほかの占用地でも参考にできる取り組みと思う。

委託先が積極的に取り組んでいる事例についても積極的にアピールしていってほしい。
占用者説明会でほかの占用者に「良い事例」として紹介していってほしい。

京都府スポーツ協会としてもよい事例として多くの団体に紹介していきたい。

21



65.上野橋東詰公園

（京都市） 

記入者：（京都市西部土木みどり事務所） 

22



番号 
65.上野橋

東詰公園
占用目的 公園 許可受者 京都市 場所 

左岸 13.4k＋60m 

～14.0k＋100m 

１．施設の概要 (占用者作成) 

位置図 現況写真

現在の

利用形態
修景・園路・休憩施設等 

都市計画 

の有無 

都市計画決定有：昭和48 年 2 月 13 日 

都市公園開園：平成 12 年 4 月 1 日 

占用面積 5,682.27 ㎡ 付帯施設等 ベンチ 

許可の経緯
＜当初許可＞H11.12.9 

＜許可期限＞R8.11.30 

利用者数 

平成 26 年度 53,000 人 

平成 29 年度 54,000 人 

令和元年度  62,000 人 

令和 4 年度  55,000 人 

令和 7 年度  75,000 人（推定） 

堤内地･

堤外地
堤内地 ・ 堤防 ・ 堤外地

周辺の

土地利用の

状況

・堤内地側は住宅を中心にして工場、商業施設等が混在する市街地である。

・周辺の水面も含めた桂川全体が都市計画決定され未開園の予定地となっている。

・対岸の堤外地は農地として耕作されている。

関連諸計画

における

占用地の

位置付け

・京都市緑の基本計画では、緑の配置方針として、緑の軸として位置づけられ、さらに、「新

しい緑の創出」の公共公益施設の緑化における水辺の緑の整備政策として、多面的な利用が

図れる河川敷公園の整備を掲げている。

・都市計画マスタープランでは右京区の主な公園緑地として位置づけられ、水と緑のうるおい

環境の創出を掲げている。

・右京区の基本計画では身近な環境の魅力向上とより良い生活環境づくりとして身近な公園や

河川等の清掃や維持管理活動の充実を掲げている。 

その他

特記事項

近年の冠水実績としては、平成 25 年 9 月 16 日の台風 18 号、平成 26 年 8 月 10 日の台風

11 号、平成 29 年 10 月 27 日の台風 21 号、平成 30 年 7 月の集中豪雨によるものがあった。 

上記冠水によりベンチ下の洗掘に対しては、平成 26 年 3 月 14 日、平成 26 年 8 月 11 日の両

日に修繕を実施した。また、台風 11 号に伴う集中豪雨による表土の流失に対し、表土盛土工

（139m3）、張芝工（1、632 ㎡）、ベンチ 3 基等の復旧を行った。 

平成 30 年 7 月の集中豪雨では流木等漂着物の撤去作業を行った。 

ランク：A
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ランク：A

番号 
65.上野橋

東詰公園
占用目的 公園 許可受者 京都市 場所 

左岸 13.4k＋60m 

～14.0k＋100m 

２．施設の現状 (占用者作成) 

占用の

必要性

・子どもから老人に至るまで、水辺に接した市民の憩いの場、環境学習の場、自然観察の場、
親水空間として、市民の高いニーズがある。

・京都市における市民1人当たりの公園面積は5.16㎡(令和3年度)であり、都市公園法施行令上
「住民１人当たりの公園面積の標準は10㎡以上」と規定されていることから、公園の整備に
努めている。

管理状況

・管理主体は、京都市建設局西部土木みどり事務所である。
・管理方法は都市公園法、同施行令、同規則、京都市都市公園条例、同条例施行規則に基づき

管理している。
・一般的には市民が自由に利用できる空間であり通常は許可等を必要としないが、集会、映画

撮影等、公園の全部又は一部を独占して利用する場合は条例に基づく許可が必要である。
・月2回の請負業者による公園清掃と、一般市民によるボランティア活動として不定期な清掃

が実施され、西部土木みどり事務所において随時ごみ回収を行っている。

利用状況

・自由利用であるが、条例に基づき火気を禁止していることから、バーベキュー等を禁止して
いる。

・車両の乗入れは、管理車両及び許可車以外、原則禁止している。
・独占的利用は無い。
・駐車場としての利用は行っていない。
・一般市民の利用実態は休息等、散策コース及びランニングコースとしての利用が一般的で、

ボール遊び等を行う親子連れを見かけることもある。
・京都市消防局が、人命救助、救急搬送、消火活動及び人員物資空輸等を目的に、ヘリコプタ

ーの離発着場として使用している。

前回審議の

意見と対応

前回審議の意見 前回審議意見の対応

・サインの設置、草地の刈り残しなどの努力が
うかがえる。これまでから「良い方向」に変
えたこととして何があるか。他の占用地の参
考になるので改善箇所などを占用者説明会
でも紹介してほしい。 

・占用者（行政）の取り組みはちょっとしたこ
との配慮がなかなかされないことがある。
「引継ぎをする」「図面で示す」「現地立会を
する」などのことも「良い事例」として挙げ
ていくとよい。

・利用者の歩行環境を維持しつつ、生物の生
育環境への影響を抑えるため、夏場の除草
は園路沿いのみとしている。（R7年度から実
施）

・除草範囲については、図面にて指示し、毎
年の引継ぎ資料としている。

環境保全

に向けて

申請者の

取り組み

・芝地を良好に保つため、年２回の全体除草及び夏場に園路沿い除草を実施している。
・清掃を実施することにより、美しく保ち、残飯等のゴミによる動植物への影響を少なくする

よう努めている。
・花火やバーベキュー等の火気を禁止している。
・上記のとおり、令和3年4月，地域の環境保全団体（桂川クラブ）の協力のもと，桂川で見ら

れる植物や昆虫，鳥類を紹介する案内看板を設置した。案内看板の内容は季節に合わせて4
種作成し，3ヵ月ごとに入れ替えを行っている。

その他
・特になし。
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ランク：A

番号 
65.上野橋

東詰公園
占用目的 公園 許可受者 京都市 場所 

左岸 13.4k＋60m 

～14.0k＋100m 

３．施設の自然環境的状況 （河川管理者作成） 

占用地及び周辺の 

自然環境 

・占用地のほとんどは遊歩道として整備されている。

・占用地前面の低水路には堰の上流は右岸側に、堰の下流は左岸側に砂州が広

がり、ツルヨシ群集を主体としたヨシ原が比較的広く分布している。

・占用地の上流側の高水敷はグランドとして利用されており人為裸地や芝地が

みられる。

・堰の上流は湛水域に、堰の下流には早瀬、中州が存在する。流れは比較的緩

い。また、堰の下流では一部ワンド状になっている部分がある。

・河岸は自然石張りの護岸が連続する。

・護岸前面は植生はほとんどない。

・堤内地側は住宅を中心にして工場、商業施設等が混在する市街地

・対岸の後背地には水田が広がる。

自然環境上重要な場所 

・占用地周辺では、全体に人工的な環境であるが、上流の砂州、下流の砂州と

そこに広がるヨシ原はオオヨシキリ等の生物にとって重要な生息地となって

いる。

・占用地周辺の河川はカワウやサギ類、カモ類といった水鳥や魚類のイトモロ

コなどの生息地となっている。

水際の 

状況 

水域までの

距離 

・占用区域から高水敷ののり肩までの距離：約 10m

・高水敷ののり肩から水域までの距離：約 2m

・石張護岸を隔ててすぐに水域へとつながる。

水面との 

高低差 

・水面との高低差は約 1～2m。

・冠水実績：平成 23 年 5 月 12 日集中豪雨

平成 23 年 9月 3 日台風 12 号

平成 25 年 9 月 16 日台風 18 号

平成 26 年 8 月 10 日台風 11 号

環境面から見た 

望ましい利用方針 

・占用地の上流部が砂州となっており、生物にとって重要なゾーンと考えられ

ることから、立ち入らないような制限が必要である。

・特に春～秋にかけての生物の繁殖期やカモ類が飛来する冬季には生物の忌避

行動につながるような行為（河岸に近づく、大きな音が出るなど）は避ける

必要がある。

・オオヨシキリの繁殖期（５月～８月）にはヨシ原に立ち入らないよう周知す

る。

・開放水面を利用するカモ類等鳥類に対するブラインドとなるよう、水際の高

茎草地を保全する。

・堰部分は水際に近付くことができるが非常に危険であり、注意を促す必要が

ある。

・昆虫等の生息域となる自然環境を広げるために、管理区域等の草地の刈り残

しを図る。

・環境啓発看板を設置し、利用者に周辺の貴重な環境を周知し、占用区域内で

の利用の遵守や環境保全への意識向上を図る。

・環境啓発の一環として、利用施設周辺の清掃を行う。

・利用者の河川の環境保全に関する意識向上を目的として、河川レンジャーと

連携した環境教育のあり方を検討する。
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ランク：A

番号 
65.上野橋

東詰公園
占用目的 公園 許可受者 京都市 場所 

左岸 13.4k＋60m 

～14.0k＋100m 

４．占用許可期間の更新についての意見 （委員会作成） 
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ランク：A 
 

番号 
65.上野橋 

東詰公園 
占用目的 公園 許可受者 京都市 場所 

左岸 13.4k＋60m 

～14.0k＋100m 

５．委員会の審議内容に関わる現況写真                （写真撮影者：占用者） 

(平面図)  

 

 
 

(断面図：13.8k) 

  
 
 
 

   
 
①入口                       ②占用に関する看板 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ ⑤ 

⑧ 

⑨ 
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ランク：A

番号 
65.上野橋

東詰公園
占用目的 公園 許可受者 京都市 場所 

左岸 13.4k＋60m 

～14.0k＋100m 

(占用者作成) 

③園路 ④園路

⑤園路 ⑥階段

⑦ベンチ ⑧注意喚起看板

⑨普及啓発看板
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【チェックリスト】 
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Ａ
ラ

ン
ク

案
件

の
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

の
様

式
（
1
/
2
）

記
入

者
：
（
京

都
市

西
部

土
木

み
ど

り
事

務
所

）
●

河
川

保
全

利
用

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
（
占

用
地

　
名

称
：
6
5
上

野
橋

東
詰

公
園

）
N

o
確

認
の

視
点

確
認

事
項

過
年

度
意

見
過

年
度

意
見

に
つ

い
て

の
対

応
と

進
捗

占
用

者
に

よ
る

確
認

河
川

管
理

者
に

よ
る

確
認

河
川

保
全

利
用

委
員

会
の

意
見

評
価

欄
評

価
区

分
備

考

1
占

用
の

必
要

性

自
治

体
等

が
策

定
す

る
計

画
に

当
該

施
設

の
位

置
づ

け
は

あ
る

か
※

計
画

名
を

挙
げ

た
う

え
、

具
体

的
な

記
載

箇
所

を
記

す
（
例

）
総

合
計

画
、

都
市

計
画

、
緑

の
基

本
計

画
等

京
都

市
緑

の
基

本
計

画
，

都
市

計
画

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
，

右
京

区
基

本
計

画
に

都
市

公
園

と
し

て
位

置
付

け
ら

れ
て

い
る

。

○
：
あ

る
△

：
検

討
中

×
：
な

い

2
避

難
場

所
等

の
防

災
上

の
位

置
づ

け
は

あ
る

か
（
例

）
地

域
防

災
計

画
等

当
該

公
園

北
側

上
野

橋
よ

り
上

流
に

つ
い

て
は

避
難

場
所

の
位

置
付

け
が

あ
る

。
ま

た
，

当
該

公
園

は
緊

急
時

の
ヘ

リ
ポ

ー
ト

と
し

て
利

用
し

て
い

る
。

○
：
あ

る
△

：
検

討
中

×
：
な

い

3
堤

内
地

に
お

い
て

代
替

施
設

を
設

置
、

又
は

既
存

施
設

に
よ

り
機

能
を

代
替

す
る

計
画

は
あ

る
か

水
辺

に
接

し
た

市
民

憩
い

の
場

，
環

境
学

習
の

場
，

自
然

観
察

の
場

，
親

水
空

間
と

し
て

市
民

の
高

い
ニ

ー
ズ

が
あ

り
，

他
の

代
替

箇
所

は
考

え
ら

れ
な

い
。

○
：
あ

る
△

：
検

討
中

×
：
な

い

4

川
ら

し
い

自
然

環
境

に
影

響
が

少
な

い
施

設
に

転
換

す
る

計
画

は
あ

る
か

（
例

）
・
水

際
部

の
占

用
面

積
を

縮
小

・
グ

ラ
ウ

ン
ド

を
親

水
公

園
に

変
更

・
河

川
敷

内
で

場
所

移
動

　
　

　
　

等

特
に

な
し

○
：
あ

る
△

：
検

討
中

×
：
な

い

5
検

討
体

制

占
用

施
設

の
代

替
地

の
検

討
や

自
然

環
境

に
影

響
が

少
な

い
施

設
へ

の
転

換
に

向
け

て
、

環
境

や
ま

ち
づ

く
り

の
関

係
部

局
と

連
携

し
て

い
る

か
※

連
携

部
局

が
あ

る
場

合
に

は
、

そ
の

名
称

も
合

わ
せ

て
記

す

河
川

敷
と

い
う

環
境

を
利

用
し

た
公

園
で

あ
る

た
め

，
代

替
地

を
検

討
し

て
い

な
い

が
，

環
境

政
策

局
環

境
管

理
課

発
行

の
「
京

都
市

生
物

多
様

性
プ

ラ
ン

」
で

は
，

桂
川

河
川

敷
は

貴
重

な
生

き
物

等
が

見
ら

れ
る

と
の

こ
と

か
ら

，
環

境
部

局
と

連
携

し
，

生
物

多
様

性
を

保
全

す
る

。

○
：
連

携
し

て
い

る
△

：
検

討
中

×
：
連

携
し

て
い

な
い

6
占

用
目

的
占

用
目

的
は

「
川

ら
し

い
利

用
、

川
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

利
用

」
に

合
致

す
る

か

水
辺

に
接

し
た

市
民

憩
い

の
場

，
環

境
学

習
の

場
，

自
然

観
察

の
場

，
親

水
空

間
と

し
て

の
公

園
で

あ
り

，
占

用
目

的
は

合
致

し
て

い
る

。

○
：
合

致
す

る
△

：
一

部
合

致
す

る
×

：
合

致
し

な
い

7
特

定
の

利
用

者
・
団

体
に

限
定

せ
ず

、
公

平
な

利
用

が
で

き
る

か
自

由
使

用
を

原
則

と
し

，
公

平
な

利
用

が
図

ら
れ

て
い

る
。

○
：
公

平
に

利
用

で
き

る
△

：
公

平
に

利
用

で
き

な
い

 場
合

が
あ

る
×

：
特

定
の

者
が

利
用

8
利

用
状

況
は

占
用

目
的

に
合

致
し

て
い

る
か

利
用

状
況

は
占

用
目

的
に

合
致

し
て

い
る

。

○
：
合

致
し

て
い

る
△

：
合

致
し

て
い

な
い

場
合

が
あ

る
×

：
合

致
し

て
い

な
い

9
連

携
体

制
「
川

ら
し

い
利

用
、

川
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

利
用

」
に

関
す

る
取

組
に

つ
い

て
、

施
設

利
用

者
や

地
域

住
民

、
市

民
団

体
等

と
連

携
し

て
い

る
か

地
元

住
民

か
ら

な
る

公
園

愛
護

協
力

会
を

結
成

し
，

公
園

清
掃

等
を

実
施

し
て

い
る

。

○
：
連

携
し

て
い

る
△

：
検

討
中

×
：
連

携
し

て
い

な
い

1
0

自
然

環
境

の
保

全
・
再

生

保
全

す
べ

き
動

植
物

な
ど

、
占

用
区

域
及

び
そ

の
付

近
の

自
然

環
境

で
配

慮
す

べ
き

事
項

を
把

握
し

て
い

る
か

（
例

）
貴

重
種

の
生

育
・
生

息
地

、
ヨ

シ
原

、
干

潟
、

野
鳥

の
営

巣
地

、
外

来
種

の
繁

殖
等

貴
重

種
は

保
全

す
る

な
ど

，
生

物
多

様
性

を
守

る
上

で
重

要
な

地
域

で
あ

る
こ

と
を

認
識

し
て

い
る

。

○
：
把

握
し

て
い

る
△

：
調

査
中

×
：
連

携
し

て
い

な
い

1
1

占
用

区
域

及
び

そ
の

付
近

に
お

い
て

、
水

位
変

動
に

よ
り

冠
水

・
撹

乱
さ

れ
る

区
域

を
把

握
し

て
い

る
か

大
雨

の
際

に
全

体
が

冠
水

す
る

。
冠

水
被

害
対

策
と

し
て

，
緑

地
と

な
っ

て
い

る
部

分
に

野
芝

を
貼

り
，

緑
化

を
図

っ
た

（
平

成
2
7
年

3
月

）
。

○
：
把

握
し

て
い

る
△

：
調

査
中

×
：
連

携
し

て
い

な
い
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Ａ
ラ

ン
ク

案
件

の
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

の
様

式
（
2
/
2
）

記
入

者
：
（
京

都
市

西
部

土
木

み
ど

り
事

務
所

）
●

河
川

保
全

利
用

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
（
占

用
地

　
名

称
：
6
5
上

野
橋

東
詰

公
園

）
N

o
確

認
の

視
点

確
認

事
項

過
年

度
意

見
過

年
度

意
見

に
つ

い
て

の
対

応
と

進
捗

占
用

者
に

よ
る

確
認

河
川

管
理

者
に

よ
る

確
認

河
川

保
全

利
用

委
員

会
の

意
見

評
価

欄
評

価
区

分
備

考

1
2

施
設

整
備

は
河

川
の

生
態

系
の

連
続

性
（
縦

断
方

向
及

び
横

断
方

向
）
の

確
保

な
ど

自
然

環
境

に
配

慮
し

て
い

る
か

（
例

）
水

際
部

に
緩

衝
緑

地
を

設
置

等

水
際

部
は

一
部

刈
り

残
さ

れ
て

い
る

。

○
：
配

慮
し

て
い

る
△

：
検

討
中

×
：
配

慮
し

て
い

な
い

1
3

管
理

運
営

は
占

用
区

域
及

び
そ

の
付

近
の

自
然

環
境

の
保

全
・
再

生
に

配
慮

し
て

い
る

か
（
例

）
投

棄
さ

れ
た

ゴ
ミ

の
収

集
、

除
草

時
の

水
際

部
刈

り
残

し
、

野
鳥

の
営

巣
時

期
の

利
用

制
限

等

除
草

時
に

水
際

部
を

一
部

刈
り

残
し

て
い

る
。

投
棄

さ
れ

た
ゴ

ミ
の

収
集

や
清

掃
を

実
施

し
て

い
る

。

○
：
配

慮
し

て
い

る
△

：
検

討
中

×
：
配

慮
し

て
い

な
い

1
4

施
設

利
用

者
に

占
用

区
域

及
び

そ
の

付
近

の
自

然
環

境
に

関
す

る
情

報
発

信
、

注
意

喚
起

は
行

っ
て

い
る

か
（
例

）
情

報
板

設
置

に
よ

る
環

境
配

慮
へ

の
啓

発
等

サ
イ

ン
の

設
置

、
草

地
の

刈
り

残
し

な
ど

の
努

力
が

う
か

が
え

る
。

こ
れ

ま
で

か
ら

「
良

い
方

向
」
に

変
え

た
こ

と
と

し
て

何
が

あ
る

か
。

他
の

占
用

地
の

参
考

に
な

る
の

で
改

善
箇

所
な

ど
を

占
用

者
説

明
会

で
も

紹
介

し
て

ほ
し

い
。

・
利

用
者

の
歩

行
環

境
を

維
持

し
つ

つ
、

生
物

の
生

育
環

境
へ

の
影

響
を

抑
え

る
た

め
、

夏
場

の
除

草
は

園
路

沿
い

の
み

と
し

て
い

る
。

（
R

7
年

度
か

ら
実

施
）

普
及

啓
発

看
板

の
板

面
を

、
年

４
回

変
更

し
、

利
用

者
が

季
節

ご
と

の
自

然
の

変
化

を
感

じ
て

も
ら

え
る

よ
う

に
し

て
い

る
。

○
：
行

っ
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
行

っ
て

い
な

い

1
5

占
用

区
域

及
び

そ
の

付
近

の
自

然
環

境
を

活
か

し
た

環
境

学
習

・
保

全
活

動
を

行
っ

て
い

る
か

民
間

レ
ベ

ル
で

の
自

然
観

察
会

が
行

わ
れ

て
い

る
。

○
：
行

っ
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
行

っ
て

い
な

い

1
6

適
正

な
利

用
不

許
可

の
工

作
物

は
設

置
さ

れ
て

い
な

い
か

設
置

さ
れ

て
い

な
い

。
○

：
設

置
さ

れ
て

い
な

い
△

：
設

置
さ

れ
る

場
合

が
あ

る
×

：
設

置
さ

れ
て

い
る

1
7

占
用

区
域

外
を

使
用

し
て

い
な

い
か

（
例

）
・
ト

イ
レ

、
道

具
入

れ
等

の
工

作
物

設
置

・
グ

ラ
ウ

ン
ド

、
駐

車
場

等
の

造
成

・
利

用
等

使
用

し
て

い
な

い
。

○
：
使

用
し

て
い

な
い

△
：
使

用
し

て
い

る
場

合
が

あ
る

×
：
使

用
し

て
い

る

1
8

占
用

施
設

及
び

そ
の

利
用

者
が

自
然

観
察

や
水

面
利

用
（
カ

ヌ
ー

、
釣

り
等

）
な

ど
を

行
う

河
川

利
用

者
の

水
辺

へ
の

ア
ク

セ
ス

の
支

障
に

な
っ

て
い

な
い

か

水
辺

に
近

く
支

障
と

は
な

っ
て

い
な

い
が

，
公

園
内

で
は

動
植

物
の

採
取

を
条

例
で

禁
止

し
て

い
る

た
め

，
釣

り
は

認
め

て
い

な
い

。

○
：
支

障
は

な
い

△
：
支

障
に

な
る

場
合

が
あ

る
×

：
支

障
が

あ
る

1
9

地
域

住
民

の
迷

惑
に

な
る

利
用

が
な

さ
れ

て
い

な
い

か
（
例

）
施

設
利

用
者

に
よ

る
ゴ

ミ
の

投
棄

、
車

両
通

行
や

路
上

駐
車

に
よ

る
交

通
問

題
、

騒
音

等

路
上

駐
車

や
バ

ー
ベ

キ
ュ

ー
，

花
火

等
の

火
気

使
用

が
あ

り
，

指
導

啓
発

し
防

止
に

努
め

て
い

る
。

○
：
迷

惑
な

利
用

は
な

い
△

：
迷

惑
に

な
る

場
合

が
あ

る
×

：
迷

惑
な

利
用

が
あ

る

2
0

利
用

状
況

を
ふ

ま
え

た
管

理
運

営
・
利

用
の

ル
ー

ル
を

定
め

て
い

る
か

京
都

市
都

市
公

園
条

例
に

よ
り

公
園

利
用

に
関

す
る

ル
ー

ル
を

定
め

て
い

る
。

○
：
定

め
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
定

め
て

い
な

い

2
1

管
理

運
営

・
利

用
の

ル
ー

ル
に

自
然

環
境

の
保

全
・
再

生
に

関
す

る
事

項
は

定
め

て
い

る
か

動
植

物
の

採
取

禁
止

，
車

両
の

乗
り

入
れ

及
び

火
気

を
も

て
あ

そ
ぶ

こ
と

を
禁

止
し

て
い

る
。

○
：
定

め
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
定

め
て

い
な

い
、

又
は

ル
ー

ル
を

定
め

て
い

な
い

2
2

管
理

運
営

・
利

用
の

ル
ー

ル
は

施
設

利
用

者
及

び
管

理
運

営
者

に
周

知
し

て
い

る
か

占
用

者
（
行

政
）
の

取
り

組
み

は
ち

ょ
っ

と
し

た
こ

と
の

配
慮

が
な

か
な

か
さ

れ
な

い
こ

と
が

あ
る

。
「
引

継
ぎ

を
す

る
」
「
図

面
で

示
す

」
「
現

地
立

会
を

す
る

」
な

ど
の

こ
と

も
「
良

い
事

例
」
と

し
て

挙
げ

て
い

く
と

よ
い

。

・
除

草
範

囲
に

つ
い

て
は

、
図

面
に

て
指

示
し

、
毎

年
の

引
継

ぎ
資

料
と

し
て

い
る

。

啓
発

看
板

に
よ

り
ゴ

ミ
の

投
棄

，
火

気
使

用
禁

止
の

周
知

を
行

っ
て

い
る

。

○
：
定

め
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
定

め
て

い
な

い
、

又
は

ル
ー

ル
を

定
め

て
い

な
い
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【参考資料】 
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ベンチ 

桂川 

国道 9 号 

上野橋 

舗装園路 

利用実態の分かる図 
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利⽤者数の把握⽅法

■令和 4 年 7 ⽉ 25 ⽇（⽉）調査
公園内で１時間（15 時〜16 時）あたりの利⽤者数をカウントした。

⇒36 名／時間
この数値に、1 ⽇ 8 時間として乗じた。

⇒288 名／⽇
この数値に、京都府の年間降⽔⽇数（令和３年度：174 ⽇）以外の⽇数 191 ⽇を乗じた。

⇒55,008 名
上記を丸めた数値を採⽤

⇒55,000 名

■Ｒ７⽤
Ｒ４時の ２８８名／⽇に
最新の京都府の年間降⽔⽇数（令和５年度：１０４⽇）以外の⽇数２６１⽇を乗じ、
75,168 人 丸めて、75,000 人

グラフで見る京都府の降水日数（年間）は多い？少い？(推移グラフと比較) | GraphToChart
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右京 平成12年4月1日
運動１ 15,524

入口はマグネットキー 1235

本公園は国に占用許可を受けている。

管理区域

２回目除草（夏期）は、園路沿いのみ刈る

堤防側　：　 平場は法尻まで（法面は国交省）。階段沿いは刈る。

川側　：　 園路から川側は刈らない（生き物の生育環境確保のため）

① 階段部 機械Ⅰ 20 m2 階段両側、W1.0m

② 路肩部 機械Ⅱ 1000 m2 園路両側、W1.0m

③ 平場（川側残し） 機械Ⅱ 6000 m2 園路～法尻

寸法

H（ｍ） C（cm） 数量

①②③ 除草（1回目） 20 7000 - - 5/26

①② 除草（2回目） 20 1000 - - 7/31

①②③ 除草（3回目） 20 7000 9/25 10/31

種別

桂川緑地上野橋東詰 右京区太秦京ノ道町27-10

R9
2027

備　　考ランク
R5

2023
R6

2024
R7

2025
R8

2026

設置年月日

開園面積

R10
2028

番号 樹種

国交省の護岸工事の際に作られ

た作業用の道。本来は草地。

R6に工事が完了したので、徐々

に草地への遷移を期待する。
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京都市緑の基本計画（抜粋）
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京都市都市計画マスタープラン（抜粋）
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京都市右京区基本計画2020（抜粋）
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京都市地域防災計画（抜粋）
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京都市生物多様性プラン（抜粋）
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京都市都市公園条例（抜粋）
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公園愛護協力会について
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【参考資料】河川保全利用委員会速記録 

（関連部分のみ抜粋） 
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「No.65 上野橋東詰公園(京都市)」

■過年度審議結果のレビュー

165

平成20年 委員会 水面と高水敷の比高が小さく冠水頻度も高いため、桂川本来の特徴が残る空間である。
場の特性を活かして、水際の植生を刈り残し緩衝帯とするなどの工夫を検討いただきた
い。

⇒当公園は芝地から水辺を観察する場であり、水辺寄りを刈り残した場合、公園からの水

辺景観が損なわれ、水面との境界も不明確となり、転落などの事故が想定され危険で
ある。

平成23年 委員会 生き物が移動できる回廊を確保するために、水際部分の草を刈り残す工夫をしていただ
きたい。河川区域の刈り残しについても考慮いただきたい。

⇒堤防裾と水際部の草を残して除草している。

桂川の占用地の中でも子どもたちが川で遊べる数少ない空間であるため、よりよい管理
をしていただきたい。

⇒冠水により、漂着ゴミの堆積や土が洗われるため、良好な状態に復旧するよう努めてい
る。

平成26年 委員会 動物の回廊しての役割を維持するため、川側は幅をもって草を刈り残すように管理され
たい。

川らしい場所は、占用区域外であってもその活用を考慮していただきたい。

【桂川】

「No.65 上野橋東詰公園(京都市)」

■過年度審議結果のレビュー

166

平成29年 委員会 開放的であり、河原の豊かな自然を感じながら、散策、ランニング、サイクリングなど多
様な利用形態を楽しむことのできる場として適正な管理がなされている。今後も周辺の
環境上の重要箇所と景観の保全に配慮して、適正に管理されたい。

周辺にはカモ類などの水鳥の利用が見られ、府や国の生物調査結果等を参考に、周辺
に生息する生物を紹介する看板の設置など、利用者への周知について検討されたい。

前回意見を踏襲し、生物の回廊としての機能を維持するため、川側の草の刈り残しなど
に配慮した管理に、引き続き努められたい。

【桂川】

令和元年 委員会 ≪共通事項≫
普及啓発のサインを設置する際には桂川全体で統一したデザインであることが望ましい。

サインのうち、生物に関する情報の掲示にあたっては、生物多様性の地域戦略や、すで
に実施されている自然生態系調査と整合した内容とするよう努められたい。

河川管理者、公園管理者が協働で、利用者に対し、河川環境に関心を持ってもらえるよ
うな働きかけを積極的に行ってほしい。

利用促進について積極的に取り組まれているとのことで評価できる。今後、「川らしい利
用」についても推進や、啓発看板の設置についても検討されるとのことなので期待したい。

下流の井堰が撤去され、河川環境が変化している良い機会であり、興味を持ってもらえ
るような取り組みについて検討されたい。
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「No.65 上野橋東詰公園(京都市)」

■過年度審議結果のレビュー

167

令和4年 委員会 サインの設置、草地の刈り残しなどの努力がうかがえる。これまでから「良い方向」に変
えたこととして何があるか。他の占用地の参考になるので改善箇所などを占用者説明会
でも紹介してほしい。

⇒過年度委員会での指摘を受けてH27頃から変えた。業者には図面で示し、契約後早期に

現地立会をして指導するようにしている。
⇒占用者説明会では指針の説明の中で「良い事例」は説明するようにしている（離宮前公

園のサインなど）。今後も指針に反映していきたい。

占用者（行政）の取り組みはちょっとしたことの配慮がなかなかされないことがある。「引
継ぎをする」「図面で示す」「現地立会をする」などのことも「良い事例」として挙げていくと
よい。

離宮前公園のサインの事例良いと思ったが、上野橋でも同様に取り組まれていてよい。
公園ごとに生息する生き物が違うなど、表示にオリジナリティがある点もとても良い。

【桂川】
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56.久世橋東詰公園

（京都市） 

記入者：京都市建設局土木管理部南部土木みどり事務所 
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１．施設の概要 （占用者作成） 

位置図 現況写真 

現在の 

利用形態 

・運動広場
・多目的広場
・テニスコート
・遊戯広場

都市計画の

有無 
有 

占用面積 14,672.95 ㎡ 付帯施設等 座板ベンチ 13 基 

許可の 

経緯 

＜当初許可＞ S60.3.19 

＜許可期限＞ R8.3.31 
利用者数 

令和４年度  22,000 人 

令和５年度  21,000 人 

令和６年度  17,000 人 
堤内地・堤

防・堤外地 
堤内地 ・ 堤防 ・ 堤外地 

周辺の 

土地利用の

状況 

・堤内地側は，住宅地を中心にして工場，商業施設等が混在する市街地である。
・占用地の上流の堤内地側には，有料公園施設が位置している。
・未利用地はない。

関連諸計画

における占

用地の位置

付け 

・広域避難場所
・特になし

その他 

特記事項 

・市民のレクリエーションのための広場として昭和６０年３月１９日付けで占用許可を受け，
以後も占用の継続を行い現在に至っている。

・平成 28 年度に桂川出張所が既設じゃぶじゃぶ池の撤去を行った。

番号 56.久世橋東詰公園 占用目的 公園 許可受者 京都市 場所 左岸 10.0k－71m～10.4k+38m 

ランク：Ａ

●

（撮影者：占用者 

撮影日：令和 7 年 8月 14 日） 
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番号 56.久世橋東詰公園 占用目的 公園 許可受者 京都市 場所 左岸 10.0k－71m～10.4k+38m 

２．施設の現状                              （占用者作成） 

占用の必要

性 

・当該公園は，南区吉祥院地区において，久世橋上流の桂川左岸河川敷の運動公園を主体として昭和

57 年頃から緑地公園化の要望があり，京都市としてこの要望に応えるために運動広場を中心に芝生

広場を含んだ緑地公園として整備したものである。 

・市民のレクリエーションのための広場として利用を図るため，河川占用許可を受け，一般市民に開

放し多大の効果を上げており，利用者が気軽に利用できる公園として親しまれている。 

・京都市における市民一人当たりの公園面積は 5.21 ㎡（令和 6年度）であり，都市公園法施行令で「住

民一人当たりの公園面積の標準は 10 ㎡以上」と規定されていることから，公園の整備に努めている 

管理状況 

・管理主体は，京都市建設局土木管理部南部土木みどり事務所である。 

・利用規則はない。 

・定期的に除草及び清掃を行っている。 

＜占用地内のヨシ帯＞ 

・礫間浄化施設（平成 2年度整備）と合わせて天神川の流水保全施設として機能している。 

・取水口を天神川に設け，桂川に排水している。 

・施設管理（礫間浄化施設）は，淀川河川事務所で実施している。 

利用状況  

前回審議の

意見と対応 

前回審議の意見 前回審議意見の対応 

・上位計画での位置づけ、環境計画上の位置づけ

についても期待されている箇所であることが

うかがえる。念頭に置いて管理されたい。 

・グリーンベルト、エコトーン帯の保全について

は過年度から指摘されているが、現実的には地

元要望で全面刈り取りとなっているという説

明だった。草がボーボーに生えている状況は、

一般には見苦しい、汚いという印象を持たれ

る。一旦きれいに刈ったうえで、刈らない場所

には「環境保全帯」などのサインを設置するな

どの対応をすればよいのではないか。具体に動

いてもらいたい。 

 

 

 

・利用者からの要望もあるため、運動広場やテニ

スコートの周囲では、管理区域全面を除草せざる

を得ない。 

環境保全に

向けて申請

者の取り組

み 

・長期的展望：「京都市緑の基本計画」の中で，当該公園を含む桂川周辺を緑の軸と定め，重点的にみ

どりを増やす代表的な場所と位置付けている。 

・利用者への環境保全の周知：現時点では未定 

その他 特になし 

ランク：Ａ  
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番号 56.久世橋東詰公園 占用目的 公園 許可受者 京都市 場所 左岸 10.0k－71m～10.4k+38m 

３．施設の自然環境的状況 （河川管理者作成） 

占用地及び周辺の 

自然環境 

・当該占用地の前面水域は堰を中心に、流れのゆるい水面が連続する。

・砂州は大きくは発達していないが、水際には抽水植物などが見られる。

・水際にはヤナギなども見られる。

・中州を中心に鳥類が多く確認されている。

・湛水面ではカモ類などが確認される。

自然環境上重要な場所 

・抽水植物の豊富な水際の環境は多くの水生生物の生息場となっている。

・中州においてサギの集団繁殖地が確認されている。

・注目すべき種も確認されている。

水際の 

状況 

水域までの

距離 

・水域までの距離：約 2～3m

・水際にはフェンスが設置されている。

・堰下流では植生に覆われるが急峻な法面で水面と接している。

・堰上流では砂州が前にあり水際は急峻である。

水面との 

高低差 

・約 2～3m

環境面から見た 

望ましい利用方針 

・中州においてはサギ類やシギ・チドリ類、オオヨシキリなどの繁殖が見られ

るため、繁殖時期である春～夏にかけては、忌避行動につながるような行為

（河岸に近づく、大きな音を出すなど）は避ける必要がある。

・冬季を中心としたカモ類の飛来時期には、特に上下流のカモ類の集団越冬周

辺では、生物の忌避行動につながるような行為は避ける必要がある。

・水際に形成されつつある植生群落は中州との間を遮るバッファーゾーンとし

ての機能があると考えられるため、保全が必要である。

・堰部分は水際に近付くことができるが非常に危険であり、注意を促す必要が

ある。

・昆虫等の生息域となる自然環境を広げるために、占用範囲周辺にある、占用

者が除草等の管理を行う管理区域等の草地の刈り残しを図る。

・環境啓発看板を設置し、利用者に周辺の貴重な環境を周知し、占用区域内で

の利用の遵守や環境保全への意識向上を図る。

・環境啓発の一環として利用施設周辺の清掃を行う。

・利用者の河川の環境保全に関する意識向上を目的として、河川レンジャーと

連携した環境教育のあり方を検討する。

ランク：Ａ
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番号 56.久世橋東詰公園 占用目的 公園 許可受者 京都市 場所 左岸 10.0k－71m～10.4k+38m 

４．占用許可期間の更新についての意見 （委員会作成） 

ランク：Ａ
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番号 56.久世橋東詰公園 占用目的 公園 許可受者 京都市 場所 左岸 10.0k－71m～10.4k+38m 

５．委員会の審議内容に関わる現況写真  (撮影者：占用者，撮影日：令和 7 年 8月 14 日) 

(平面図) 

(断面図：10.2k) 

① 上流側 ② 堤防道路

ランク：Ａ

桂 川

施設 

3 

1 

4 

5 

6 

2 

7 

8 
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Ａ
ラ

ン
ク

案
件

の
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

の
様

式
（
1
/
2
）

記
入

者
：
（
京

都
市

建
設

局
土

木
管

理
部

南
部

土
木

み
ど

り
事

務
所

）
●

河
川

保
全

利
用

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
（
占

用
地

　
名

称
：
5
6
久

世
橋

東
詰

公
園

）
N

o
確

認
の

視
点

確
認

事
項

過
年

度
意

見
過

年
度

意
見

に
つ

い
て

の
対

応
と

進
捗

占
用

者
に

よ
る

確
認

河
川

管
理

者
に

よ
る

確
認

河
川

保
全

利
用

委
員

会
の

意
見

評
価

欄
評

価
区

分
備

考

1
占

用
の

必
要

性

自
治

体
等

が
策

定
す

る
計

画
に

当
該

施
設

の
位

置
づ

け
は

あ
る

か
※

計
画

名
を

挙
げ

た
う

え
、

具
体

的
な

記
載

箇
所

を
記

す
（
例

）
総

合
計

画
、

都
市

計
画

、
緑

の
基

本
計

画
等

上
位

計
画

で
の

位
置

づ
け

、
環

境
計

画
上

の
位

置
づ

け
に

つ
い

て
も

期
待

さ
れ

て
い

る
箇

所
で

あ
る

こ
と

が
う

か
が

え
る

。
念

頭
に

置
い

て
管

理
さ

れ
た

い
。

都
市

計
画

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
に

お
い

て
都

市
計

画
公

園
に

位
置

づ
け

ら
れ

て
い

る
。

○
：
あ

る
△

：
検

討
中

×
：
な

い

2
避

難
場

所
等

の
防

災
上

の
位

置
づ

け
は

あ
る

か
（
例

）
地

域
防

災
計

画
等

京
都

市
地

域
防

災
計

画
に

お
い

て
広

域
避

難
場

所
と

し
て

指
定

さ
れ

て
い

る
。

○
：
あ

る
△

：
検

討
中

×
：
な

い

3
堤

内
地

に
お

い
て

代
替

施
設

を
設

置
、

又
は

既
存

施
設

に
よ

り
機

能
を

代
替

す
る

計
画

は
あ

る
か

計
画

は
な

い
。

○
：
あ

る
△

：
検

討
中

×
：
な

い

4

川
ら

し
い

自
然

環
境

に
影

響
が

少
な

い
施

設
に

転
換

す
る

計
画

は
あ

る
か

（
例

）
・
水

際
部

の
占

用
面

積
を

縮
小

・
グ

ラ
ウ

ン
ド

を
親

水
公

園
に

変
更

・
河

川
敷

内
で

場
所

移
動

　
　

　
　

等

計
画

は
な

い
。

○
：
あ

る
△

：
検

討
中

×
：
な

い

5
検

討
体

制

占
用

施
設

の
代

替
地

の
検

討
や

自
然

環
境

に
影

響
が

少
な

い
施

設
へ

の
転

換
に

向
け

て
、

環
境

や
ま

ち
づ

く
り

の
関

係
部

局
と

連
携

し
て

い
る

か
※

連
携

部
局

が
あ

る
場

合
に

は
、

そ
の

名
称

も
合

わ
せ

て
記

す

連
携

し
て

い
な

い
。

○
：
連

携
し

て
い

る
△

：
検

討
中

×
：
連

携
し

て
い

な
い

6
占

用
目

的
占

用
目

的
は

「
川

ら
し

い
利

用
、

川
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

利
用

」
に

合
致

す
る

か

占
用

目
的

は
公

園
で

あ
る

が
、

水
辺

に
近

い
市

民
憩

い
の

場
、

自
然

豊
か

な
場

、
自

然
観

察
の

場
と

い
う

点
で

一
部

合
致

し
て

い
る

。

○
：
合

致
す

る
△

：
一

部
合

致
す

る
×

：
合

致
し

な
い

7
特

定
の

利
用

者
・
団

体
に

限
定

せ
ず

、
公

平
な

利
用

が
で

き
る

か
自

由
使

用
と

し
て

い
る

。

○
：
公

平
に

利
用

で
き

る
△

：
公

平
に

利
用

で
き

な
い

 場
合

が
あ

る
×

：
特

定
の

者
が

利
用

8
利

用
状

況
は

占
用

目
的

に
合

致
し

て
い

る
か

自
然

と
触

れ
合

え
る

市
民

憩
い

の
広

場
と

し
て

、
目

的
に

合
致

し
て

い
る

。

○
：
合

致
し

て
い

る
△

：
合

致
し

て
い

な
い

場
合

が
あ

る
×

：
合

致
し

て
い

な
い

9
連

携
体

制
「
川

ら
し

い
利

用
、

川
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

利
用

」
に

関
す

る
取

組
に

つ
い

て
、

施
設

利
用

者
や

地
域

住
民

、
市

民
団

体
等

と
連

携
し

て
い

る
か

使
用

に
つ

い
て

は
自

由
使

用
と

位
置

づ
け

て
お

り
、

施
設

利
用

者
と

占
用

者
の

間
で

連
携

は
な

い
。

占
用

者
主

導
の

活
動

は
予

定
し

て
い

な
い

が
、

利
用

者
や

他
の

行
政

機
関

等
か

ら
、

当
該

目
的

で
の

利
用

に
つ

い
て

申
し

入
れ

が
あ

れ
ば

、
可

能
な

範
囲

で
対

応
す

る
。

○
：
連

携
し

て
い

る
△

：
検

討
中

×
：
連

携
し

て
い

な
い

1
0

自
然

環
境

の
保

全
・
再

生

保
全

す
べ

き
動

植
物

な
ど

、
占

用
区

域
及

び
そ

の
付

近
の

自
然

環
境

で
配

慮
す

べ
き

事
項

を
把

握
し

て
い

る
か

（
例

）
貴

重
種

の
生

育
・
生

息
地

、
ヨ

シ
原

、
干

潟
、

野
鳥

の
営

巣
地

、
外

来
種

の
繁

殖
等

独
自

調
査

は
実

施
し

て
い

な
い

が
、

保
全

利
用

委
員

会
の

調
書

に
記

載
さ

れ
て

い
る

事
項

は
把

握
し

て
い

る
。

○
：
把

握
し

て
い

る
△

：
調

査
中

×
：
連

携
し

て
い

な
い

1
1

占
用

区
域

及
び

そ
の

付
近

に
お

い
て

、
水

位
変

動
に

よ
り

冠
水

・
撹

乱
さ

れ
る

区
域

を
把

握
し

て
い

る
か

基
本

的
に

自
然

河
岸

で
あ

る
た

め
、

ほ
ぼ

全
域

に
わ

た
り

冠
水

す
る

可
能

性
が

あ
る

が
、

具
体

的
な

降
雨

量
と

の
相

関
は

不
明

。
直

近
で

は
、

令
和

元
年

9
月

1
6
日

台
風

1
0
号

に
伴

う
増

水
に

よ
り

冠
水

し
た

。

○
：
把

握
し

て
い

る
△

：
調

査
中

×
：
連

携
し

て
い

な
い
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Ａ
ラ

ン
ク

案
件

の
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

の
様

式
（
2
/
2
）

記
入

者
：
（
京

都
市

建
設

局
土

木
管

理
部

南
部

土
木

み
ど

り
事

務
所

）
●

河
川

保
全

利
用

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
（
占

用
地

　
名

称
：
5
6
久

世
橋

東
詰

公
園

）
N

o
確

認
の

視
点

確
認

事
項

過
年

度
意

見
過

年
度

意
見

に
つ

い
て

の
対

応
と

進
捗

占
用

者
に

よ
る

確
認

河
川

管
理

者
に

よ
る

確
認

河
川

保
全

利
用

委
員

会
の

意
見

評
価

欄
評

価
区

分
備

考

1
2

施
設

整
備

は
河

川
の

生
態

系
の

連
続

性
（
縦

断
方

向
及

び
横

断
方

向
）
の

確
保

な
ど

自
然

環
境

に
配

慮
し

て
い

る
か

（
例

）
水

際
部

に
緩

衝
緑

地
を

設
置

等

グ
リ

ー
ン

ベ
ル

ト
、

エ
コ

ト
ー

ン
帯

の
保

全
に

つ
い

て
は

過
年

度
か

ら
指

摘
さ

れ
て

い
る

が
、

現
実

的
に

は
地

元
要

望
で

全
面

刈
り

取
り

と
な

っ
て

い
る

と
い

う
説

明
だ

っ
た

。
草

が
ボ

ー
ボ

ー
に

生
え

て
い

る
状

況
は

、
一

般
に

は
見

苦
し

い
、

汚
い

と
い

う
印

象
を

持
た

れ
る

。
一

旦
き

れ
い

に
刈

っ
た

う
え

で
、

刈
ら

な
い

場
所

に
は

「
環

境
保

全
帯

」
な

ど
の

サ
イ

ン
を

設
置

す
る

な
ど

の
対

応
を

す
れ

ば
よ

い
の

で
は

な
い

か
。

具
体

に
動

い
て

も
ら

い
た

い
。

利
用

者
か

ら
の

要
望

も
あ

る
た

め
、

運
動

広
場

や
テ

ニ
ス

コ
ー

ト
の

周
囲

で
は

、
管

理
区

域
全

面
を

除
草

せ
ざ

る
を

得
な

い
。

現
在

の
と

こ
ろ

、
利

用
者

か
ら

の
要

望
も

あ
り

、
刈

り
残

し
等

の
対

策
を

と
る

予
定

は
な

い
。

○
：
配

慮
し

て
い

る
△

：
検

討
中

×
：
配

慮
し

て
い

な
い

1
3

管
理

運
営

は
占

用
区

域
及

び
そ

の
付

近
の

自
然

環
境

の
保

全
・
再

生
に

配
慮

し
て

い
る

か
（
例

）
投

棄
さ

れ
た

ゴ
ミ

の
収

集
、

除
草

時
の

水
際

部
刈

り
残

し
、

野
鳥

の
営

巣
時

期
の

利
用

制
限

等

ゴ
ミ

収
集

は
定

期
的

に
実

施
し

て
い

る
。

水
際

部
は

占
用

範
囲

外
の

部
分

が
数

m
存

在
し

て
お

り
、

人
の

手
が

ほ
と

ん
ど

加
え

ら
れ

て
い

な
い

こ
と

か
ら

、
自

然
な

状
態

が
保

た
れ

て
い

る
。

○
：
配

慮
し

て
い

る
△

：
検

討
中

×
：
配

慮
し

て
い

な
い

1
4

施
設

利
用

者
に

占
用

区
域

及
び

そ
の

付
近

の
自

然
環

境
に

関
す

る
情

報
発

信
、

注
意

喚
起

は
行

っ
て

い
る

か
（
例

）
情

報
板

設
置

に
よ

る
環

境
配

慮
へ

の
啓

発
等

不
法

投
棄

禁
止

や
ゴ

ル
フ

禁
止

等
、

公
園

利
用

の
視

点
で

の
注

意
喚

起
は

、
看

板
の

掲
示

に
よ

り
実

施
し

て
い

る
。

○
：
行

っ
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
行

っ
て

い
な

い

1
5

占
用

区
域

及
び

そ
の

付
近

の
自

然
環

境
を

活
か

し
た

環
境

学
習

・
保

全
活

動
を

行
っ

て
い

る
か

占
用

者
主

導
の

活
動

は
予

定
し

て
い

な
い

が
、

利
用

者
や

他
の

行
政

機
関

等
か

ら
、

当
該

目
的

で
の

利
用

に
つ

い
て

申
し

入
れ

が
あ

れ
ば

、
可

能
な

範
囲

で
対

応
す

る
。

○
：
行

っ
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
行

っ
て

い
な

い

1
6

適
正

な
利

用
不

許
可

の
工

作
物

は
設

置
さ

れ
て

い
な

い
か

設
置

さ
れ

て
い

な
い

。
○

：
設

置
さ

れ
て

い
な

い
△

：
設

置
さ

れ
る

場
合

が
あ

る
×

：
設

置
さ

れ
て

い
る

1
7

占
用

区
域

外
を

使
用

し
て

い
な

い
か

（
例

）
・
ト

イ
レ

、
道

具
入

れ
等

の
工

作
物

設
置

・
グ

ラ
ウ

ン
ド

、
駐

車
場

等
の

造
成

・
利

用
等

使
用

し
て

い
な

い
。

○
：
使

用
し

て
い

な
い

△
：
使

用
し

て
い

る
場

合
が

あ
る

×
：
使

用
し

て
い

る

1
8

占
用

施
設

及
び

そ
の

利
用

者
が

自
然

観
察

や
水

面
利

用
（
カ

ヌ
ー

、
釣

り
等

）
な

ど
を

行
う

河
川

利
用

者
の

水
辺

へ
の

ア
ク

セ
ス

の
支

障
に

な
っ

て
い

な
い

か
防

護
柵

が
設

置
さ

れ
て

い
る

。
○

：
支

障
は

な
い

△
：
支

障
に

な
る

場
合

が
あ

る
×

：
支

障
が

あ
る

1
9

地
域

住
民

の
迷

惑
に

な
る

利
用

が
な

さ
れ

て
い

な
い

か （
例

）
施

設
利

用
者

に
よ

る
ゴ

ミ
の

投
棄

、
車

両
通

行
や

路
上

駐
車

に
よ

る
交

通
問

題
、

騒
音

等

ゴ
ミ

の
不

法
投

棄
が

あ
る

場
合

が
あ

る
。

巡
視

点
検

時
の

発
見

や
、

通
報

を
受

け
次

第
、

撤
去

し
て

い
る

。

○
：
迷

惑
な

利
用

は
な

い
△

：
迷

惑
に

な
る

場
合

が
あ

る
×

：
迷

惑
な

利
用

が
あ

る

2
0

利
用

状
況

を
ふ

ま
え

た
管

理
運

営
・
利

用
の

ル
ー

ル
を

定
め

て
い

る
か

当
該

公
園

に
関

す
る

特
別

な
管

理
規

則
は

定
め

て
い

な
い

。
一

般
的

な
公

園
管

理
に

適
用

す
る

法
律

・
条

例
等

に
則

っ
て

管
理

し
て

い
る

。

○
：
定

め
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
定

め
て

い
な

い

2
1

管
理

運
営

・
利

用
の

ル
ー

ル
に

自
然

環
境

の
保

全
・

再
生

に
関

す
る

事
項

は
定

め
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い
る

か
特

に
定

め
て
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な

い
。

○
：
定

め
て

い
る

△
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検

討
中

×
：
定
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い
な

い
、

又
は

ル
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ル
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定
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て
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な
い

2
2

管
理

運
営

・
利

用
の

ル
ー

ル
は

施
設

利
用

者
及

び
管

理
運

営
者

に
周

知
し

て
い

る
か

施
設

利
用

者
か

ら
の

問
合

せ
に

対
し

て
、

自
由

使
用

と
し

て
い

る
旨

を
説

明
し

て
い

る
。

○
：
定

め
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
定

め
て

い
な

い
、

又
は

ル
ー

ル
を

定
め

て
い

な
い
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【参考資料】 
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利用者数の把握方法

56.(久世橋東詰公園) 

■令和４年度

令和 4 年 9 月 16 日（金）（晴れ）調査 

公園内で 1 時間(14 時～15 時)あたりの利用者数をカウントした。 

⇒10 名

この数値に，1日８時間として乗じた。 

⇒80 名

この数値に，京都府の年間降水日数（令和 4 年：85 日）以外の日数 280 日を乗じた。 

⇒22,400 名

上記を丸めた数値を採用 

⇒22,000 名

■令和５年度

令和 5 年度９月 13 日（水）（晴れ）調査 

公園内で 1 時間(14 時～15 時)あたりの利用者数をカウントした。 

⇒10 名

この数値に，1日 8 時間として乗じた。 

⇒80 名

この数値に，京都府の年間降水日数（令和 5 年：104 日）以外の日数 262 日を乗じた。 

⇒20,960 名

上記を丸めた数値を採用 

⇒21,000 名

■令和６年度

令和 6 年度 10 月 10 日（木）（晴れ）調査 

公園内で 1 時間(11 時～12 時)あたりの利用者数をカウントした。 

⇒ 8 名

この数値に，1日 8 時間として乗じた。 

⇒ 64 名

この数値に，京都府の年間降水日数（令和 5 年：104 日）※以外の日数 261 日を乗じた。 

⇒ 16,704 名

上記を丸めた数値を採用 

⇒ 17,000 名

※令和 6年の年間降水日数のデータ公開がないため、令和 5 年の値を準用
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【参考資料】河川保全利用委員会速記録 

（関連部分のみ抜粋） 
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「No.56 久世橋東詰公園(京都市)」

■過年度審議結果のレビュー

143

平成20年 委員会 公園内に整備されている「じゃぶじゃぶ池」の必要性を再検討すべきである。
⇒じゃぶじゃぶ池は子供の遊び場として活用しており、必要な施設である。

公園整備箇所と一体となった水辺のあり方について、河川管理者と占用者が共に考えて
いただきたい（水際部が活用されていないことに対する指摘）。

平成22年 委員会

平成28年 委員会

水辺と公園の連続性をもたせる工夫、利用者への環境啓発などの工夫を進めていただ
きたい。

⇒水辺との連続性を持たせる整備についてご指摘いただいているが、占用範囲外の整備
が必要なこともあり、現時点では計画していない。

水際部を含めた河川空間の利活用については、個別の占用地だけでなく桂川全体で検
討していく必要がある。

安全柵の補修にあたり、景観面での配慮についても検討されたい。

水際の植物帯（グリーンベルト・エコトーン帯）の保全について、環境部局と協働で取り組
まれたい。

⇒前回指摘を受け、じゃぶじゃぶ池は撤去工事を進めている。

平成25年 委員会 前回審議での意見を継承する。環境啓発は、引き続き工夫を進めていただきたい。

水がない状態で存置されているじゃぶじゃぶ池は、今後どのように利用するかを判断し、
対応策を検討されたい。

柵を不連続にするなど、水辺と公園が共存できるような工夫を検討されたい。

【桂川】

「No.56 久世橋東詰公園(京都市)」

■過年度審議結果のレビュー

144

【桂川】

令和元年 委員会 ≪共通事項≫
普及啓発のサインを設置する際には桂川全体で統一したデザインであることが望ましい。

サインのうち、生物に関する情報の掲示にあたっては、生物多様性の地域戦略や、すで
に実施されている自然生態系調査と整合した内容とするよう努められたい。

河川管理者、公園管理者が協働で、利用者に対し、河川環境に関心を持ってもらえるよ
うな働きかけを積極的に行ってほしい。

柵の設置について、均一のものでなく、河岸の形状等によってタイプを工夫するなどの検
討をされたい。

草地について、川らしい景色を形成するという機能もあるため、部分的に借り残すなどの
工夫について検討されたい。

遊具やベンチについて、損傷し危険な状態となっているものについては、速やかに使用
禁止等の措置を取られたい。

令和4年 委員会 上位計画での位置づけ、環境計画上の位置づけについても期待されている箇所である
ことがうかがえる。念頭に置いて管理されたい。

グリーンベルト、エコトーン帯の保全については過年度から指摘されているが、現実的に
は地元要望で全面刈り取りとなっているという説明だった。草がボーボーに生えている状
況は、一般には見苦しい、汚いという印象を持たれる。一旦きれいに刈ったうえで、刈ら
ない場所には「環境保全帯」などのサインを設置するなどの対応をすればよいのではな
いか。具体に動いてもらいたい。
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55．久世橋西詰公園 

(京都市) 

記入者：京都市建設局土木管理部南部土木みどり事務所 
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１．施設の概要 （占用者作成） 

位置図 現況写真 

現在の 

利用形態 

・多目的広場 都市計画

の有無 
有 

占用面積 

3,451.60 ㎡（当初許可時） 

24,006.10 ㎡（S60 許可時） 

25,243.25 ㎡（H30.3.31 に変更） 

付帯施設

等 

ベンチ（背付６基，座板１０基） 

移動式便所 １基 

単式シーソー他遊具 １１基 

砂場 ４箇所 

水栓 ２基 

許可の 

経緯 

＜当初許可＞ S45.10.24 

＜許可期限＞ R9.3.31 
利用者数 

令和４年度   7,000 人 

令和５年度   6,000 人 

令和６年度   4,000 人 堤内地・堤

防・堤外地 堤内地 ・ 堤防 ・ 堤外地 

周辺の 

土地利用

の状況 

・堤内地側は，住宅地を中心にして工場，商業施設等が混在する市街地である。
・未利用地はない。

関連諸計

画におけ

る占用地

の位置付

け 

・広域避難場所
・特になし

その他 

特記事項 

・市民のレクリエーションのための広場として昭和 45 年 10 月 24 日付けで占用許可を受け，
以後も占用の継続を行い現在に至っている。
・平成 30 年許可時，階段及び坂路を新たに占有者の管理物件としたため面積増。

番号 55.久世橋西詰公園 占用目的 公園 許可受者 京都市 場所 右岸 8.8k－49m～10.0k 

ランク：Ａ

●

（撮影者：占用者 

撮影日：令和 7 年 8月 14 日） 
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番号 55.久世橋西詰公園 占用目的 公園 許可受者 京都市 場所 右岸 8.8k－49m～10.0k 

２．施設の現状 （占用者作成） 

占用の必要

性 

・市民のレクリエーションのための広場として利用を図るため，河川占用許可を受け，一般市民に開

放し多大の効果を上げている。当該公園は，運動広場としての役割もあり，利用者が気軽に利用で

きる公園として親しまれている。

・京都市における市民一人当たりの公園面積は 5.21 ㎡（令和 6年度）であり，都市公園法施行令で「住

民一人当たりの公園面積の標準は 10 ㎡以上」と規定されていることから，公園の整備に努めている。 

管理状況 

・管理主体は，京都市建設局土木管理部南部土木みどり事務所である。

・利用規則はない。

・定期的に除草及び清掃を行っている。

利用状況 
・自由使用と定められており，トラブル等は発生していない。

前回審議の

意見と対応 

前回審議の意見 前回審議意見の対応 

・東詰同様、西詰についてもグリーンベルトに

ついての取り組みをお願いしたい。

・ローコストでの管理が求められ、民間に入っ

てもらう工夫なども考えていかなければなら

ない。

・次年度から、除草範囲の縮小を試みる。

・今年度老朽化した遊具等を撤去する予定であり、

今後公園としてどのような管理をしてくのか検討

を行う。

環境保全に

向けて申請

者の取り組

み 

・長期的展望：「京都市緑の基本計画」の中で，当該公園を含む桂川周辺を緑の軸と定め，重点的にみ

どりを増やす代表的な場所と位置付けている。

・利用者への環境保全の周知：現時点では未定

その他 

・今年度、老朽化した遊具の撤去を予定している。

ランク：Ａ
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番号 55.久世橋西詰公園 占用目的 公園 許可受者 京都市 場所 右岸 8.8k－49m～10.0k 

 

３．施設の自然環境的状況                        （河川管理者作成） 

占用地及び周辺の 

自然環境 

・当該占用地の前面水域は久我井堰の湛水域となっており、流れのゆるい水面

が連続する。 

・水際にはジャヤナギ・アカメヤナギ群集やウキヤガラ・マコモ群集などが見

られる。 

・上流部の水面はオオカナダモ群落が見られる。 

自然環境上重要な場所 

・約 500m 上流の中州においてサギの集団繁殖地が確認されている。 

・占用地前面の水際付近には自然な植生群落などがあり、多様な環境が形成さ

れており生物にとっての重要な生息場となっている。 

水際の 

状況 

水域までの

距離 

・水際までの距離：約 20m 

・水際には植生が生育し、川へ近づきにくい。 

水面との 

高低差 

・約 1m 

環境面から見た 

望ましい利用方針 

・近傍の中州においてはサギ類やシギ・チドリ類、オオヨシキリなどの繁殖が

見られるため、繁殖時期である春～夏にかけては、忌避行動につながるよう

な行為（河岸に近づく、大きな音が出るなど）は避ける必要がある。 

・昆虫等の生息域となる自然環境を広げるために、管理区域等の草地の刈り残

しを図る。 

・環境啓発看板を設置し、利用者に周辺の貴重な環境を周知し、占用区域内で

の利用の遵守や環境保全への意識向上を図る。 

・環境啓発の一環として、利用施設周辺の清掃を行う。 

・利用者の河川の環境保全に関する意識向上を目的として、河川レンジャーと

連携した環境教育のあり方を検討する。 

ランク：Ａ  
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番号 55.久世橋西詰公園 占用目的 公園 許可受者 京都市 場所 右岸 8.8k－49m～10.0k 

４．占用許可期間の更新についての意見 （委員会作成） 

ランク：Ａ
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番号 55.久世橋西詰公園 占用目的 公園 許可受者 京都市 場所 右岸 8.8k－49m～10.0k 

５．委員会の審議内容に関わる現況写真 (撮影者：占用者，撮影日：令和 7 年 8月 14 日)

(平面図) 

(断面図：9.4k) 

ランク：Ａ

施設 

桂 川

3 4 
5 

6 7 

8 

１ 2 

① 広域避難場所案内板 ② 坂路
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番号 55.久世橋西詰公園 占用目的 公園 許可受者 京都市 場所 右岸 8.8k－49m～10.0k 

(占用者作成) 

 

ランク：Ａ

③ 上流側草地１ ④ 上流側草地２

⑤ 中部草地１ ⑥ 中部草地２

⑦ 中部草地３ ⑧ 下流側
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【チェックリスト】   
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然

と
触

れ
合

え
る

市
民

憩
い

の
広

場
と

し
て

、
目

的
に

合
致

し
て

い
る

。

○
：
合

致
し

て
い

る
△

：
合

致
し

て
い

な
い

場
合

が
あ

る
×

：
合

致
し

て
い

な
い

9
連

携
体

制
「
川

ら
し

い
利

用
、

川
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

利
用

」
に

関
す

る
取

組
に

つ
い

て
、

施
設

利
用

者
や

地
域

住
民

、
市

民
団

体
等

と
連

携
し

て
い

る
か

使
用

に
つ

い
て

は
自

由
使

用
と

位
置

づ
け

て
お

り
、

施
設

利
用

者
と

占
用

者
の

間
で

連
携

は
な

い
。

占
用

者
主

導
の

活
動

は
予

定
し

て
い

な
い

が
、

利
用

者
や

他
の

行
政

機
関

等
か

ら
、

当
該

目
的

で
の

利
用

に
つ

い
て

申
し

入
れ

が
あ

れ
ば

、
可

能
な

範
囲

で
対

応
す

る
。

○
：
連

携
し

て
い

る
△

：
検

討
中

×
：
連

携
し

て
い

な
い

1
0

自
然

環
境

の
保

全
・
再

生

保
全

す
べ

き
動

植
物

な
ど

、
占

用
区

域
及

び
そ

の
付

近
の

自
然

環
境

で
配

慮
す

べ
き

事
項

を
把

握
し

て
い

る
か

（
例

）
貴

重
種

の
生

育
・
生

息
地

、
ヨ

シ
原

、
干

潟
、

野
鳥

の
営

巣
地

、
外

来
種

の
繁

殖
等

独
自

調
査

は
行

っ
て

い
な

い
が

、
保

全
利

用
委

員
会

の
調

書
に

記
載

さ
れ

て
い

る
事

項
は

把
握

し
て

い
る

。

○
：
把

握
し

て
い

る
△

：
調

査
中

×
：
連

携
し

て
い

な
い

1
1

占
用

区
域

及
び

そ
の

付
近

に
お

い
て

、
水

位
変

動
に

よ
り

冠
水

・
撹

乱
さ

れ
る

区
域

を
把

握
し

て
い

る
か

基
本

的
に

自
然

河
岸

で
あ

る
た

め
、

ほ
ぼ

全
域

に
わ

た
り

冠
水

す
る

可
能

性
が

あ
る

が
、

具
体

的
な

降
雨

量
と

の
相

関
は

不
明

。
直

近
で

は
、

令
和

元
年

9
月

1
6
日

台
風

1
0
号

に
伴

う
増

水
に

よ
り

冠
水

し
た

。

○
：
把

握
し

て
い

る
△

：
調

査
中

×
：
連

携
し

て
い

な
い
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Ａ
ラ

ン
ク

案
件

の
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

の
様

式
（
2
/
2
）

記
入

者
：
（
京

都
市

建
設

局
土

木
管

理
部

南
部

土
木

み
ど

り
事

務
所

）
●

河
川

保
全

利
用

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
（
占

用
地

　
名

称
：
5
5
久

世
橋

西
詰

公
園

）
N

o
確

認
の

視
点

確
認

事
項

過
年

度
意

見
過

年
度

意
見

に
つ

い
て

の
対

応
と

進
捗

占
用

者
に

よ
る

確
認

河
川

管
理

者
に

よ
る

確
認

河
川

保
全

利
用

委
員

会
の

意
見

評
価

欄
評

価
区

分
備

考

1
2

施
設

整
備

は
河

川
の

生
態

系
の

連
続

性
（
縦

断
方

向
及

び
横

断
方

向
）
の

確
保

な
ど

自
然

環
境

に
配

慮
し

て
い

る
か

（
例

）
水

際
部

に
緩

衝
緑

地
を

設
置

等

東
詰

同
様

、
西

詰
に

つ
い

て
も

グ
リ

ー
ン

ベ
ル

ト
に

つ
い

て
の

取
り

組
み

を
お

願
い

し
た

い
。

次
年

度
か

ら
、

除
草

範
囲

の
縮

小
を

試
み

る
。

川
側

は
防

護
柵

ま
で

除
草

を
お

こ
な

っ
て

い
る

。

○
：
配

慮
し

て
い

る
△

：
検

討
中

×
：
配

慮
し

て
い

な
い

1
3

管
理

運
営

は
占

用
区

域
及

び
そ

の
付

近
の

自
然

環
境

の
保

全
・
再

生
に

配
慮

し
て

い
る

か
（
例

）
投

棄
さ

れ
た

ゴ
ミ

の
収

集
、

除
草

時
の

水
際

部
刈

り
残

し
、

野
鳥

の
営

巣
時

期
の

利
用

制
限

等

ゴ
ミ

収
集

は
定

期
的

に
実

施
し

て
い る

。
水

際
部

は
占

用
範

囲
外

の
部

分
が

数
m

存
在

し
て

お
り

、
人

の
手

が
ほ

と
ん

ど
加

え
ら

れ
て

い
な

い
こ

と
か

ら
、

自
然

な
状

態
が

保
た

れ
て

い
る

。

○
：
配

慮
し

て
い

る
△

：
検

討
中

×
：
配

慮
し

て
い

な
い

1
4

施
設

利
用

者
に

占
用

区
域

及
び

そ
の

付
近

の
自

然
環

境
に

関
す

る
情

報
発

信
、

注
意

喚
起

は
行

っ
て

い
る

か
（
例

）
情

報
板

設
置

に
よ

る
環

境
配

慮
へ

の
啓

発
等

不
法

投
棄

禁
止

等
、

公
園

利
用

の
視

点
で

の
注

意
喚

起
は

、
看

板
の

掲
示

に
よ

り
実

施
し

て
い

る
。

○
：
行

っ
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
行

っ
て

い
な

い

1
5

占
用

区
域

及
び

そ
の

付
近

の
自

然
環

境
を

活
か

し
た

環
境

学
習

・
保

全
活

動
を

行
っ

て
い

る
か

占
用

者
主

導
の

活
動

は
予

定
し

て
い

な
い

が
、

利
用

者
や

他
の

行
政

機
関

等
か

ら
、

当
該

目
的

で
の

利
用

に
つ

い
て

申
し

入
れ

が
あ

れ
ば

、
可

能
な

範
囲

で
対

応
す

る
。

○
：
行

っ
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
行

っ
て

い
な

い

1
6

適
正

な
利

用
不

許
可

の
工

作
物

は
設

置
さ

れ
て

い
な

い
か

野
球

の
バ

ッ
ク

ネ
ッ

ト
の

よ
う

な
も

の
が

設
置

さ
れ

て
い

る
が

、
撤

去
予

定
で

あ
る

。

○
：
設

置
さ

れ
て

い
な

い
△

：
設

置
さ

れ
る

場
合

が
あ

る
×

：
設

置
さ

れ
て

い
る

1
7

占
用

区
域

外
を

使
用

し
て

い
な

い
か

（
例

）
・
ト

イ
レ

、
道

具
入

れ
等

の
工

作
物

設
置

・
グ

ラ
ウ

ン
ド

、
駐

車
場

等
の

造
成

・
利

用
等

使
用

し
て

い
な

い
。

○
：
使

用
し

て
い

な
い

△
：
使

用
し

て
い

る
場

合
が

あ
る

×
：
使

用
し

て
い

る

1
8

占
用

施
設

及
び

そ
の

利
用

者
が

自
然

観
察

や
水

面
利

用
（
カ

ヌ
ー

、
釣

り
等

）
な

ど
を

行
う

河
川

利
用

者
の

水
辺

へ
の

ア
ク

セ
ス

の
支

障
に

な
っ

て
い

な
い

か

防
護

柵
が

設
置

さ
れ

て
い

る
。

○
：
支

障
は

な
い

△
：
支

障
に

な
る

場
合

が
あ

る
×

：
支

障
が

あ
る

1
9

地
域

住
民

の
迷

惑
に

な
る

利
用

が
な

さ
れ

て
い

な
い

か
（
例

）
施

設
利

用
者

に
よ

る
ゴ

ミ
の

投
棄

、
車

両
通

行
や

路
上

駐
車

に
よ

る
交

通
問

題
、

騒
音

等

ゴ
ミ

の
不

法
投

棄
が

あ
る

場
合

が
あ

る
。

巡
視

点
検

時
の

発
見

や
、

通
報

を
受

け
次

第
、

撤
去

し
て

い
る

。

○
：
迷

惑
な

利
用

は
な

い
△

：
迷

惑
に

な
る

場
合

が
あ

る
×

：
迷

惑
な

利
用

が
あ

る

2
0

利
用

状
況

を
ふ

ま
え

た
管

理
運

営
・
利

用
の

ル
ー

ル
を

定
め

て
い

る
か

ロ
ー

コ
ス

ト
で

の
管

理
が

求
め

ら
れ

、
民

間
に

入
っ

て
も

ら
う

工
夫

な
ど

も
考

え
て

い
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

今
年

度
老

朽
化

し
た

遊
具

等
を

撤
去

す
る

予
定

で
あ

り
、

今
後

公
園

と
し

て
ど

の
よ

う
な

管
理

を
し

て
く
の

か
検

討
を

行
う

。

当
該

公
園

に
関

す
る

特
別

な
管

理
規

則
は

定
め

て
い

な
い

。
一

般
的

な
公

園
管

理
に

適
応

す
る

法
律

・
条

例
等

に
則

っ
て

管
理

し
て

い
る

。

○
：
定

め
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
定

め
て

い
な

い

2
1

管
理

運
営

・
利

用
の

ル
ー

ル
に

自
然

環
境

の
保

全
・
再

生
に

関
す

る
事

項
は

定
め

て
い

る
か

特
に

定
め

て
い

な
い

。

○
：
定

め
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
定

め
て

い
な

い
、

又
は

ル
ー

ル
を

定
め

て
い

な
い

2
2

管
理

運
営

・
利

用
の

ル
ー

ル
は

施
設

利
用

者
及

び
管

理
運

営
者

に
周

知
し

て
い

る
か

施
設

利
用

者
か

ら
の

問
合

せ
に

対
し

て
、

自
由

使
用

と
し

て
い

る
旨

を
説

明
し

て
い

る
。

○
：
定

め
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
定

め
て

い
な

い
、

又
は

ル
ー

ル
を

定
め

て
い

な
い
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【参考資料】 
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移
動
式
便
所

進
入

路

進
入

路

進
入

路

進
入

路

遊
具

遊
具

遊
具
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利用者数の把握方法

 55.(久世橋西詰公園) 

■令和４年度

令和 4 年 4 月 28 日（木）（晴れ）調査 

公園内で 1 時間(14 時～15 時)あたりの利用者数をカウントした。 

⇒3 名

この数値に，1日 8 時間として乗じた。 

⇒24 名

この数値に，京都府の年間降水日数（令和 4 年：85 日）以外の日数 280 日を乗じた。 

⇒6,720 名

上記を丸めた数値を採用 

⇒7,000 名

■令和５年度

令和 5 年 5 月 11 日（木）（晴れ）調査 

公園内で 1 時間(11 時～12 時)あたりの利用者数をカウントした。 

⇒3 名

この数値に，1日 8 時間として乗じた。 

⇒24 名

この数値に，京都府の年間降水日数（令和 5 年：104 日）以外の日数 262 日を乗じた。 

⇒6,288 名

上記を丸めた数値を採用 

⇒6,000 名

■令和６年度

令和 6 年 5 月 2日（木）（晴れ）調査 

公園内で 1 時間(11 時～12 時)あたりの利用者数をカウントした。 

⇒2 名

この数値に，1日 8 時間として乗じた。 

⇒16 名

この数値に，京都府の年間降水日数（令和 5 年：104 日）※以外の日数 261 日を乗じた。 

⇒4,176 名

上記を丸めた数値を採用 

⇒4,000 名

※令和 6年の年間降水日数のデータ公開がないため、令和 5 年の値を準用
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【参考資料】河川保全利用委員会速記録 

（関連部分のみ抜粋） 
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「No.55 久世橋⻄詰公園(京都市)」

■過年度審議結果のレビュー

141

平成22年 委員会 子供達が自ら自然を使った遊びを発想して使用する公園に適している。
生きものと共存していくための草刈り場所の工夫、環境啓発の工夫をしてほしい。
⇒除草については利用者からの要望もあるため、占用範囲の全体で実施している。

河川レンジャーとの連携を図りながら、積極的に水際へアクセスできる川らしい利用のあ
り方を考えて欲しい。

⇒水際へのアクセスについて、現時点では積極的な利用は計画していない。
利用が少ない施設が老朽化した場合は、撤去して自然地に戻すことを検討してほしい。
⇒老朽化した遊具等は、今後随時撤去していく予定。

平成25年 委員会

平成28年 委員会

使われていない付帯施設については撤去を検討していただきたい。
⇒老朽化した遊具等は、今後随時撤去を検討していく予定。
占用者が新たな視点で利用方法を見直してほしい。
⇒見直すためには地元調整等も必要となるため，慎重に検討したい。
生き物と共存していくための草刈り場所の工夫、環境啓発の工夫をしてほしい。
⇒除草については、利用者からの要望もあるため、占用範囲の全体で実施している。

河川レンジャーとの連携を図りながら積極的に水際へのアクセスできる川らしい利用の
あり方を考えてほしい。

⇒水際へのアクセスについては、現時点では積極的な利用は計画していない。

水際部を含めた河川空間の利活用については、個別の占用地だけでなく桂川全体で検
討していく必要がある。

安全柵の補修にあたり、景観面での配慮についても検討されたい。

水際の植物帯（グリーンベルト・エコトーン帯）の保全について、環境部局と協働で取り組
まれたい。

【桂川】

「No.55 久世橋⻄詰公園(京都市)」

■過年度審議結果のレビュー

142

【桂川】

令和元年 委員会 ≪共通事項≫
普及啓発のサインを設置する際には桂川全体で統一したデザインであることが望ましい。

サインのうち、生物に関する情報の掲示にあたっては、生物多様性の地域戦略や、すで
に実施されている自然生態系調査と整合した内容とするよう努められたい。

河川管理者、公園管理者が協働で、利用者に対し、河川環境に関心を持ってもらえるよ
うな働きかけを積極的に行ってほしい。

柵の設置について、均一のものでなく、河岸の形状等によってタイプを工夫するなどの検
討をされたい。

草地について、川らしい景色を形成するという機能もあるため、部分的に借り残すなどの
工夫について検討されたい。

遊具やベンチについて、損傷し危険な状態となっているものについては、速やかに使用
禁止等の措置を取られたい。

令和4年 委員会 東詰同様、西詰についてもグリーンベルトについての取り組みをお願いしたい。

メリハリのある管理、アキニレの実生木が良い感じで配置されているのは魅力的でも
あった。

ローコストでの管理が求められ、民間に入ってもらう工夫なども考えていかなければなら
ない。
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52．羽束師運動広場 

(京都府)

記入者： 
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番号 52 羽束師運動広場 占用目的 運動広場 許可受者 京都府 場所 
右岸 5.0k-22.0m 

～5.2k+105.0m 

１．施設の概要 （占用者作成） 

位置図 現況写真 

上流側より 

下流側より 

令和７年８月 22 日撮影 

現在の 

利用形態 

運動広場 １面 

（グラウンド３面） 

都市計画 

の有無 
無し 

占用面積 
28,532.46㎡(～H29.1.16) 

14,018.77㎡(H29.1.17～) 

付帯施設

等 

暗渠排水管 Ｌ＝１,１７０ｍ 

横断防止柵 Ｌ＝３１０ｍ H=0.8m

案内標識 １基  浸透桝 ３箇所 

許可の 

経緯 

＜当初許可＞ S56.12.14 

＜許可期限＞ R9.3.31 
利用者数 

令和 3 年度 ７，０１７人 

令和 4 年度 ９，９８９人 

令和 5 年度 ６，５６５人 

令和 6 年度 ７，８０６人 

令和 7 年度 １，３１６人（7 月末） 
（運営協議会のまとめによる） 

堤内地・堤

防・堤外地 

堤内地堤内地 ・ 堤防 ・堤外地 

周辺の 
土地利用の

状況 

・堤外地の上下流については特に利用はなし（通常の河川敷）

・堤内地側の都市計画区分は第１種中高層住居専用地域で、現状は農地が混在する住宅市

街地となっている。

関連諸計画にお

ける占用地の位

置付け 

・広域避難場所として平成 8 年 1月に指定。

その他 

特記事項 

〔設置経緯〕 

・地元からの設置要望を受け、国による淀川上流域での河川公園整備までの暫定措置とし

て京都府が昭和５７年３月に整備

・桂川緊急治水対策事業により運動広場面積が約５０％となるが、平成28年度に京都府に

おいてグラウンドの再整備を実施

〔運営〕 

・地元に開かれた誰でも気軽に利用できる広場とするため、市政協力委員、体育振興委員、

防犯協力委員の３者で構成する京都府羽束師運動広場運営協議会を結成し、この会に利

用申込等の手続きを委託している。

・管理運営業務委託契約書の実施要領あり。

〔冠水実績〕

・平成２９年台風２１号による豪雨の影響により、１０月１９日に冠水

・平成３０年７月豪雨の影響により、７月５日に冠水

・令和２年７月豪雨の影響により､７月８日に冠水

・冠水により利用不可となったが、単独災害復旧事業により復旧整備

ランク：Ａ
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番号 52 羽束師運動広場 占用目的 運動広場 許可受者 京都府 場所 
右岸 5.0k-22.0m 

～5.2k+105.0m 

２．施設の現状                              （占用者作成） 

占用の 

必要性 

・京都市では市内各地域にグラウンド施設が整備されているが、京都市南部の南区、伏見区の

淀川右岸地域にはグラウンド施設がほとんどないことから、当施設なしでは地域のグラウン

ド需要を満足することは難しい状況である。また、当該公園施設の利用率も高いことから引

続き施設を維持することが必要である。国による淀川上流域での河川公園整備までの暫定措

置として、当該地の占用を必要とする。 

・グランドの令和７年度（７月末まで）利用回数は延べ７７回（３面合計） 

・公園の整備目標は特になし（現状維持） 

 

管理状況 

・管理主体 ： 広場内の清掃、除草、不陸整正等は、市政協力委員、体育振興委員、防犯協力

委員の３者で構成する京都府羽束師運動広場管理運営協議会に委託している。

広場周辺の除草及び清掃並びに広場内の冠水時の土砂等の除去は業者に委託

している。 

・管理規則の有無 ： 有（京都府羽束師運動広場管理運営業務実施要領） 

・管理内容 ： 入口の鍵を利用時に開閉 

 

利用状況 
・利用規則の有無 ： 有（京都府羽束師運動広場管理運営業務実施要領） 

・排他独占利用の有無 ： 無（申込制） 

前回審議の

意見と対応 

前回審議の意見 前回審議意見の対応 

・前回審議で普及啓発サインの設置について

の指摘があるが現状、見られないようだ。

他箇所の事例を参考に取り組まれるとよ

い。 

・治水整備されて河岸が急になっているよう

だ。こういう場所の水際の利用についても

考えていく必要がある。 

・スポーツ協会の立場として、きれいに管理

していただいている。スポーツ利用者に対

し、利用している場所の経緯や環境の特徴

などを伝えるようにしていきたい。 

 

・運動場利用者に対し、桂川の自然を PR する掲

示などを準備すべく、管理・運営を委託して

いる地元自治連合会と協議中 

 

・水際は急峻で深く、河川の自然環境を生かし

た利用は安全面から困難と考える。 

・どのような内容を伝えていくべきか地元と「羽

束師運動広場運営協議会」とも相談し意見を

聞いて検討をしているところ。 

 

環境保全に向

けて申請者の

取り組み 

・特になし 

 

その他 
・特になし 

 

ランク：Ａ  
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番号 52 羽束師運動広場 占用目的 運動広場 許可受者 京都府 場所 
右岸 5.0k-22.0m 

～5.2k+105.0m 

３．施設の自然環境的状況 （河川管理者作成） 

占用地及び周辺の 

自然環境 

・占用地は、グラウンドとして整備されている。

・上流は、外来種であるセイタカアワダチソウが支配的な草地である。

・下流は、オギ群落がまとまった規模で連続する。

・水際の高水敷には、セイタカヨシ群落があり、河岸部はヤナギ群落が線的に

水際を形成している。

・部分的に根固ブロックも見られる。

・占用地の川側にはフェンスが設置されている。

・背後地は農地と宅地が混在する。

自然環境上重要な場所 
・重要な種として鳥類ではオオヨシキリ等が確認されている。

水際の 

状況 

水域までの

距離 

・占用区域から高水敷ののり肩までの距離：約 10ｍ

・高水敷ののり肩から水域までの距離：約 10ｍ

・水際は全体に自然河岸で、ヤナギなどの低木が水面を覆うように張り出して

いる。

・水際は急峻で水域は急に深くなっている。

水面との 

高低差 

・約4ｍ

・冠水実績：近年では、平成29年、平成30年、令和2年の洪水で冠水している。 

環境面から見た 

望ましい利用方針 

・水際が急峻かつ前面が深い流れで危険であることから、水際の利用の場合に

は、安全性確保が必要である。

・下流のオギ群落はオオヨシキリなどの繁殖が考えられるため、特に、春～秋

にかけての生物の繁殖期には生物の忌避行動につながるような行為（多くの

人が集まる、大きな音が出るなど）は避けた方がよい。

・昆虫等の生息域となる自然環境を広げるために、管理区域等の草地の刈り残

しを図る。

・利用範囲の認知のために、占用範囲を看板、標識等により明示する。

・環境啓発看板を設置し、利用者に周辺の貴重な環境を周知し、占用地及び周

辺での利用のあり方や環境保全への意識向上を図る。

・環境啓発の一環として、利用施設周辺の清掃を行う。

・利用者の河川の環境保全に関する意識向上を目的として、河川レンジャーと

連携した環境教育のあり方を検討する。

ランク：Ａ
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番号 52 羽束師運動広場 占用目的 運動広場 許可受者 京都府 場所 
右岸 5.0k-22.0m 

～5.2k+105.0m 

４．占用許可期間の更新についての意見 （委員会作成） 

ランク：Ａ
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番号 52 羽束師運動広場 占用目的 運動広場 許可受者 京都府 場所 
右岸 5.0k-22.0m 

～5.2k+105.0m 

５．委員会の審議内容に関わる現況写真                （写真撮影者：占用者） 

（平面図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（横断図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 7年 8月 22 日撮影 

①下流側から望む                      ②下流側から望む 
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番号 52 羽束師運動広場 占用目的 運動広場 許可受者 京都府 場所 
右岸 5.0k-22.0m 

～5.2k+105.0m 

（占用者作成） 

令和 7 年 8 月 22 日撮影 

③下流側から望む ④上流側から望む

⑤右岸側から上流を望む ⑥右岸側から下流を望む

ランク：Ａ
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0

自
然

環
境

の
保

全
・
再

生

保
全

す
べ

き
動

植
物

な
ど

、
占

用
区

域
及

び
そ

の
付

近
の

自
然

環
境

で
配

慮
す

べ
き

事
項

を
把

握
し

て
い

る
か

（
例

）
貴

重
種

の
生

育
・
生

息
地

、
ヨ

シ
原

、
干

潟
、

野
鳥

の
営

巣
地

、
外

来
種

の
繁

殖
等

把
握

し
て

い
な

い
。

○
：
把

握
し

て
い

る
△

：
調

査
中

×
：
連

携
し

て
い

な
い

1
1

占
用

区
域

及
び

そ
の

付
近

に
お

い
て

、
水

位
変

動
に

よ
り

冠
水

・
撹

乱
さ

れ
る

区
域

を
把

握
し

て
い

る
か

治
水

整
備

さ
れ

て
河

岸
が

急
に

な
っ

て
い

る
よ

う
だ

。
こ

う
い

う
場

所
の

水
際

の
利

用
に

つ
い

て
も

考
え

て
い

く
必

要
が

あ
る

。

水
際

は
急

峻
で

深
く
、

川
ら

し
い

利
用

は
困

難
と

考
え

て
い

ま
す

。

・
平

成
3
0
年

7
月

豪
雨

の
影

響
に

よ
り

、
7
月

5
日

に
全

面
冠

水
・
令

和
2
年

7
月

豪
雨

の
影

響
に

よ
り

、
7
月

8
日

に
全

面
冠

水

○
：
把

握
し

て
い

る
△

：
調

査
中

×
：
連

携
し

て
い

な
い
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Ａ
ラ

ン
ク

案
件

の
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

の
様

式
（
2
/
2
）

記
入

者
：
（
京

都
土

木
事

務
所

　
施

設
保

全
・
用

地
課

）
●

河
川

保
全

利
用

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
（
占

用
地

　
名

称
：
5
2
羽

束
師

運
動

広
場

）
N

o
確

認
の

視
点

確
認

事
項

過
年

度
意

見
過

年
度

意
見

に
つ

い
て

の
対

応
と

進
捗

占
用

者
に

よ
る

確
認

河
川

管
理

者
に

よ
る

確
認

河
川

保
全

利
用

委
員

会
の

意
見

評
価

欄
評

価
区

分
備

考

1
2

施
設

整
備

は
河

川
の

生
態

系
の

連
続

性
（
縦

断
方

向
及

び
横

断
方

向
）
の

確
保

な
ど

自
然

環
境

に
配

慮
し

て
い

る
か

（
例

）
水

際
部

に
緩

衝
緑

地
を

設
置

等

占
用

区
域

以
外

は
除

草
を

行
わ

な
い

こ
と

で
水

際
に

緩
衝

緑
地

が
設

置
さ

れ
て

い
る

。

○
：
配

慮
し

て
い

る
△

：
検

討
中

×
：
配

慮
し

て
い

な
い

1
3

管
理

運
営

は
占

用
区

域
及

び
そ

の
付

近
の

自
然

環
境

の
保

全
・
再

生
に

配
慮

し
て

い
る

か
（
例

）
投

棄
さ

れ
た

ゴ
ミ

の
収

集
、

除
草

時
の

水
際

部
刈

り
残

し
、

野
鳥

の
営

巣
時

期
の

利
用

制
限

等

不
法

に
投

棄
さ

れ
た

ゴ
ミ

等
は

速
や

か
に

撤
去

し
て

い
る

。

○
：
配

慮
し

て
い

る
△

：
検

討
中

×
：
配

慮
し

て
い

な
い

1
4

施
設

利
用

者
に

占
用

区
域

及
び

そ
の

付
近

の
自

然
環

境
に

関
す

る
情

報
発

信
、

注
意

喚
起

は
行

っ
て

い
る

か
（
例

）
情

報
板

設
置

に
よ

る
環

境
配

慮
へ

の
啓

発
等

前
回

審
議

で
普

及
啓

発
サ

イ
ン

の
設

置
に

つ
い

て
の

指
摘

が
あ

る
が

現
状

、
見

ら
れ

な
い

よ
う

だ
。

他
箇

所
の

事
例

を
参

考
に

取
り

組
ま

れ
る

と
よ

い
。

サ
イ

ン
等

の
設

置
に

つ
い

て
は

検
討

中
実

施
で

き
て

い
な

い
。

○
：
行

っ
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
行

っ
て

い
な

い

1
5

占
用

区
域

及
び

そ
の

付
近

の
自

然
環

境
を

活
か

し
た

環
境

学
習

・
保

全
活

動
を

行
っ

て
い

る
か

実
施

で
き

て
い

な
い

。
○

：
行

っ
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
行

っ
て

い
な

い

1
6

適
正

な
利

用
不

許
可

の
工

作
物

は
設

置
さ

れ
て

い
な

い
か

設
置

さ
れ

て
い

な
い

。
○

：
設

置
さ

れ
て

い
な

い
△

：
設

置
さ

れ
る

場
合

が
あ

る
×

：
設

置
さ

れ
て

い
る

1
7

占
用

区
域

外
を

使
用

し
て

い
な

い
か

（
例

）
・
ト

イ
レ

、
道

具
入

れ
等

の
工

作
物

設
置

・
グ

ラ
ウ

ン
ド

、
駐

車
場

等
の

造
成

・
利

用
等

使
用

し
て

い
な

い
。

○
：
使

用
し

て
い

な
い

△
：
使

用
し

て
い

る
場

合
が

あ
る

×
：
使

用
し

て
い

る

1
8

占
用

施
設

及
び

そ
の

利
用

者
が

自
然

観
察

や
水

面
利

用
（
カ

ヌ
ー

、
釣

り
等

）
な

ど
を

行
う

河
川

利
用

者
の

水
辺

へ
の

ア
ク

セ
ス

の
支

障
に

な
っ

て
い

な
い

か

支
障

に
は

な
っ

て
い

な
い

。
○

：
支

障
は

な
い

△
：
支

障
に

な
る

場
合

が
あ

る
×

：
支

障
が

あ
る

1
9

地
域

住
民

の
迷

惑
に

な
る

利
用

が
な

さ
れ

て
い

な
い

か
（
例

）
施

設
利

用
者

に
よ

る
ゴ

ミ
の

投
棄

、
車

両
通

行
や

路
上

駐
車

に
よ

る
交

通
問

題
、

騒
音

等

迷
惑

な
利

用
は

な
い

。
○

：
迷

惑
な

利
用

は
な

い
△

：
迷

惑
に

な
る

場
合

が
あ

る
×

：
迷

惑
な

利
用

が
あ

る

2
0

利
用

状
況

を
ふ

ま
え

た
管

理
運

営
・
利

用
の

ル
ー

ル
を

定
め

て
い

る
か

定
め

て
い

る
。

○
：
定

め
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
定

め
て

い
な

い

2
1

管
理

運
営

・
利

用
の

ル
ー

ル
に

自
然

環
境

の
保

全
・
再

生
に

関
す

る
事

項
は

定
め

て
い

る
か

保
全

に
関

す
る

事
項

は
定

め
て

い
る

。

○
：
定

め
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
定

め
て

い
な

い
、

又
は

ル
ー

ル
を

定
め

て
い

な
い

2
2

管
理

運
営

・
利

用
の

ル
ー

ル
は

施
設

利
用

者
及

び
管

理
運

営
者

に
周

知
し

て
い

る
か

周
知

し
て

い
る

。

○
：
定

め
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
定

め
て

い
な

い
、

又
は

ル
ー

ル
を

定
め

て
い

な
い
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【参考資料】河川保全利用委員会速記録 

（関連部分のみ抜粋） 
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「No.52 ⽻束師運動広場(京都府)」

■過年度審議結果のレビュー

137

平成19年 委員会 占用申請にない駐車場の利用については、駐車場としての利用実態を把握するとともに、
必要台数・整備及び維持管理のあり方等を河川管理者と協議し、新たに申請すること。

ゴミの不法投棄等、利用者の迷惑行為を監視するとともに、マナー向上に向けた周知を
行うこと。

水際の保安区域など、占用区域の外まで草刈をすることがないよう、関係者に周知する
こと。

川らしい自然環境を保全・再生するという基本姿勢に立ち、人と川とのつながりを重視し
た本施設の利用と管理にあたること。

新たな占用期間は３年間とする。

平成21年 委員会 ランクはAとする。
占用区域以外は、水際への通路を確保しつつ自然草地として維持するため、草刈りなど

維持管理のしくみについて占用者と河川管理者とで検討していただきたい。
⇒占用区域以外は草刈りを行っていない。

平成24年 委員会 古くから桂川沿いに住む方は洪水被害をうけてきたことから、治水に対する意識が強く、
水辺利用の促進が難しいこともあるが、積極的な取り組みを考えていただきたい。

⇒現在は河川工事のため対応出来ていない。

平成27年 委員会 関係部局と連携を図りながら、河川環境を活かした整備や利用者による河川清掃など、
治水と環境について住民が考える契機となるような施策を検討していただきたい。

今後も河川空間を占用したい理由、多様な高水敷の利用目的を明確にした上で、河川
の自然環境を活かした利用計画を作成することを条件に、占用期間は3年とする。

【桂川】

「No.52 ⽻束師運動広場(京都府)」

■過年度審議結果のレビュー

138

【桂川】

令和元年 委員会 ≪共通事項≫
普及啓発のサインを設置する際には桂川全体で統一したデザインであることが望ましい。

サインのうち、生物に関する情報の掲示にあたっては、生物多様性の地域戦略や、すで
に実施されている自然生態系調査と整合した内容とするよう努められたい。

河川管理者、公園管理者が協働で、利用者に対し、河川環境に関心を持ってもらえるよ
うな働きかけを積極的に行ってほしい。

規模が縮小されたが、周辺の自然との関係、まちづくり計画との整合、多様な利用の
ニーズなども考慮して利活用に関する協議を進めてほしい。

運動広場の脇から水辺に近づけるアクセス路があり、魅力的なスペースになっている。
周辺にはヨシ原も広がっており、これら河川環境を活用した環境学習等の具体の取り組
みの実施について検討されたい。

令和4年 委員会 前回審議で普及啓発サインの設置についての指摘があるが現状、見られないようだ。他
箇所の事例を参考に取り組まれるとよい。

⇒紹介のあった事例を参考に取り組みについて検討していきたい。

治水整備されて河岸が急になっているようだ。こういう場所の水際の利用についても考
えていく必要がある。

スポーツ協会の立場として、きれいに管理していただいている。スポーツ利用者に対し、
利用している場所の経緯や環境の特徴などを伝えるようにしていきたい。
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24．淀・桂川グラウンド 

(京都市伏見区)

記入者：京都市伏見区役所地域力推進室 
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番号 24.淀･桂川グラウンド 占用目的 運動広場 許可受者 
京都市 

伏見区 
場所 左岸1.8k+20m～2.0k 

１．施設の概要   （占用者作成） 

位置図 現況写真 

令和 7年 8月 1日撮影 

現在の 

利用形態 
運動広場１面 

都市計画

の有無 
無し 

占用面積 
（変更前）11,220.94㎡ 

（変更後）3,498.11㎡ 

付帯施設

等 
暗渠ﾊﾟｲﾌﾟ 

許可の 

経緯 

＜当初許可＞ S57.8.3 

＜許可期限＞ R9.3.31 

利用者数 

平成 22 年度 約 3,350 人 
平成 23 年度 約 4,030 人 
平成 24 年度 約 4,400 人 
平成 25 年度 約 3,140 人 
平成 26 年度  約 2,470 人 
平成 27 年度～平成 29 年度 
掘削工事のため利用者なし 
平成 30 年度以降 
把握していない 

堤内地・堤

防・堤外地 
堤内地堤内地 ・ 堤防 ・ 堤外地 

周辺の 
土地利用の

状況 

・堤内地側は住宅系中心の市街地。
・隣接する堤外地の上流側については、利用なし。
・下流側には淀排水機場(京都市所管)が位置している。
・下流で護岸工事中のため、河川と本施設の間を工事車両が通行している。

関連諸計画
における占
用地の位置

付け 

・特になし

その他 

特記事項 

・昭和57年8月3日に地元地域住民の体力の向上のため重要な体育施設及び憩いの場として
占用許可を受けた。

・平成16年10月の台風23号により冠水。ゴミや泥の撤去、土入れ作業等を行い、約100万
円の整備費用を要した。

・平成21年6月4日付けで、排水パイプの敷設によるグラウンドの排水工事を行うため、河
川管理者から許可を受けた。

・平成23年1月から、進入路である桂川サイクリングロード（道路管理者＝京都市伏見土
木事務所）の車止めの鍵を交換するとともに、利用者による車両の乗り入れを原則禁止
し、平成23年1月以降は改善している。

・平成23年9月の台風12号により冠水。ゴミの取り除き作業等を地域のボランティアによ
り行った。

・平成25年9月の台風18号により冠水。ゴミや泥の撤去、土入れ作業等を行い、約150万円
の整備費用を要した。

・上記被害を受け、平成27年4月から平成30年3月まで桂川緊急治水対策事業により掘削工
事が行われ、占用面積が減少した。

ランク：Ａ
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番号 24.淀･桂川グラウンド 占用目的 運動広場 許可受者 
京都市 

伏見区 
場所 左岸1.8k+20m～2.0k 

２．施設の現状 （占用者作成） 

占用の 

必要性 

・地域周辺にグラウンド等が少なく、地域住民にとって健康増進や体力向上のためのスポ
ーツ、レクリエーション、地域行事などにも使える、貴重な多目的グランドとして利用
されていた。占用面積の減少後も面積に見合った多目的な利用を地元が希望している。

・自然に囲まれた憩いのスペースとして地域住民のコミュニティづくりにも寄与している。 
・京都市の公園の整備目標は10㎡／人であるが、現状は4.76㎡／人（平成26年度末現在）と

極めて不足している状況である。
・以上のことを踏まえた場合、占用地の継続的な活用が必要である。

管理状況 
・管理主体 ：淀・桂川グラウンド管理委員会 
・管理規則の有無：有（淀・桂川グランド管理委員会会則）
・管理内容 ：定期的な除草 

利用状況 

・利用規則の有無 ：有（淀桂川グラウンド使用規則）(現地に看板設置） 
・排他独占利用の有無 ：一般に開放されている。 
・申請内容と異なる利用等：なし。
※平成27年4月から平成30年3月まで緊急治水対策工事のため、利用禁止としていた。

対策工事以降は引き続き一般に開放

前回審議の

意見と対応 

前回審議の意見 前回審議意見の対応 

・運動利用ができなくなり、環境学習系にシフ

トしているというのが興味深い。この規模の

場所が残されているのは貴重。この場所の環

境上の特徴を河川レンジャーが知っていて活

用につなげてくれているのは良い事例であ

る。

・河川の草地環境として典型的な場所。外来種

は入ってきているが、いろいろな活用ができ

る場所。一定の管理をしながら環境学習に活

用できる良い場所。レンジャーは達人が多い

ので連携しながら活用されたい。付近住民に

「良いところに住んでいる」と思ってもらえ

るようにしていくとよい。

河川レンジャーの協力を仰ぎながら、 

明親小学校の児童たちと一緒に葛（くず）

を利用したリースづくりイベントを開催。今

後もイベントを継続すると共に、環境学習へ

と発展させていくことを検討中。 

環境保全に向

けて申請者の

取り組み 

・地域住民とともに一斉清掃（年１回）を実施。

その他 

・特になし
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番号 24.淀･桂川グラウンド 占用目的 運動広場 許可受者 
京都市 

伏見区 
場所 左岸1.8k+20m～2.0k 

３．施設の自然環境的状況 （河川管理者作成） 

占用地及び周辺の 

自然環境 

・占用地は、グラウンド（運動広場）として整備されている。
・水際は自然河岸であり、クズ、セイタカヨシなどが広く見られるほか、ヤナ
ギなどの高木も見られる。

・水際にはヤナギタデ群落などが広く分布する。
・ワンド的環境も見られる。
・背後地は住宅地である。

自然環境上重要な場所 

・重要な種としては、魚類ではゲンゴロウブナ等、底生動物ではホンサナエ等、
鳥類ではオオヨシキリ、コチドリ等が確認されている。 

水際の 

状況 

水域までの

距離 

・占用区域から高水敷ののり肩までの距離：約5ｍ
・高水敷ののり肩から水域までの距離：約56ｍ
・水際は全体に自然河岸である。
・上流部は水際までの距離がなく、比較的急峻で、水際も深くなっている。
・下流部は比較的なだらかで、水際にタデ類があり湿性環境がある。

水面との 

高低差 

・水面との高低差は約５ｍ
・冠水実績：近年では、平成 23 年(台風 12 号)の洪水で冠水している。

環境面から見た 

望ましい利用方針 

・上流部では水際が急峻かつ前面が深い流れで危険であることから、水際の利
用の場合には、安全性確保が必要である。

・水際のヨシ群落などではオオヨシキリなどの繁殖が考えられるため、特に、
春～秋にかけての生物の繁殖期には生物の忌避行動につながるような行為
（多くの人が集まる、大きな音が出るなど）は避けた方がよい。

・昆虫等の生息域となる自然環境を広げるために、管理区域等の草地の刈り残
しを図る。

・利用範囲の認知のために、占用範囲を看板、標識等により明示する。
・環境啓発看板を設置し、利用者に周辺の貴重な環境を周知し、占用地及び周

辺での利用のあり方や環境保全への意識向上を図る。
・環境啓発の一環として、利用施設周辺の清掃を行う。
・利用者の河川の環境保全に関する意識向上を目的として、河川レンジャーと

連携した環境教育のあり方を検討する。

ランク：Ａ
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番号 24.淀･桂川グラウンド 占用目的 運動広場 許可受者 
京都市 

伏見区 
場所 左岸1.8k+20m～2.0k 

４．占用許可期間の更新についての意見   （委員会作成） 
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番号 24.淀･桂川グラウンド 占用目的 運動広場 許可受者 
京都市 

伏見区 
場所 左岸1.8k+20m～2.0k 

５．委員会の審議内容に関わる現況写真                （写真撮影者：占用者） 

（平面図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（横断図） 

 

  

ランク：Ａ  

現在の占用区域 

治水対策工事により占用面積の減少 

① 

⑤ 

③ ④ 
② 

・

  

写真① 写真② 
令和 7 年 8 月 1 日撮影 
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番号 24.淀･桂川グラウンド 占用目的 運動広場 許可受者 
京都市 

伏見区 
場所 左岸1.8k+20m～2.0k 

（占用者作成） 

ランク：Ａ

写真③ 写真④

写真⑤
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Ａ
ラ

ン
ク

案
件

の
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

の
様

式
（
1
/
2
）

記
入

者
：
伏

見
区

役
所

地
域

力
推

進
室

●
河

川
保

全
利

用
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

（
占

用
地

　
名

称
：
2
4
淀

・
桂

川
グ

ラ
ウ

ン
ド

）
N

o
確

認
の

視
点

確
認

事
項

過
年

度
意

見
過

年
度

意
見

に
つ

い
て

の
対

応
と

進
捗

占
用

者
に

よ
る

確
認

河
川

管
理

者
に

よ
る

確
認

河
川

保
全

利
用

委
員

会
の

意
見

評
価

欄
評

価
区

分
備

考

1
占

用
の

必
要

性

自
治

体
等

が
策

定
す

る
計

画
に

当
該

施
設

の
位

置
づ

け
は

あ
る

か
※

計
画

名
を

挙
げ

た
う

え
、

具
体

的
な

記
載

箇
所

を
記

す
（
例

）
総

合
計

画
、

都
市

計
画

、
緑

の
基

本
計

画
等

な
し

○
：
あ

る
△

：
検

討
中

×
：
な

い

2
避

難
場

所
等

の
防

災
上

の
位

置
づ

け
は

あ
る

か
（
例

）
地

域
防

災
計

画
等

な
し

○
：
あ

る
△

：
検

討
中

×
：
な

い

3
堤

内
地

に
お

い
て

代
替

施
設

を
設

置
、

又
は

既
存

施
設

に
よ

り
機

能
を

代
替

す
る

計
画

は
あ

る
か

な
し

○
：
あ

る
△

：
検

討
中

×
：
な

い

4

川
ら

し
い

自
然

環
境

に
影

響
が

少
な

い
施

設
に

転
換

す
る

計
画

は
あ

る
か

（
例

）
・
水

際
部

の
占

用
面

積
を

縮
小

・
グ

ラ
ウ

ン
ド

を
親

水
公

園
に

変
更

・
河

川
敷

内
で

場
所

移
動

　
　

　
　

等

な
し

○
：
あ

る
△

：
検

討
中

×
：
な

い

5
検

討
体

制

占
用

施
設

の
代

替
地

の
検

討
や

自
然

環
境

に
影

響
が

少
な

い
施

設
へ

の
転

換
に

向
け

て
、

環
境

や
ま

ち
づ

く
り

の
関

係
部

局
と

連
携

し
て

い
る

か
※

連
携

部
局

が
あ

る
場

合
に

は
、

そ
の

名
称

も
合

わ
せ

て
記

す

地
域

住
民

及
び

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
と

自
然

環
境

を
活

か
し

た
利

用
に

向
け

て
協

議
中

。

○
：
連

携
し

て
い

る
△

：
検

討
中

×
：
連

携
し

て
い

な
い

6
占

用
目

的
占

用
目

的
は

「
川

ら
し

い
利

用
、

川
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

利
用

」
に

合
致

す
る

か
河

川
の

自
然

環
境

を
活

か
し

た
利

用
方

法
に

つ
い

て
協

議
中

。

○
：
合

致
す

る
△

：
一

部
合

致
す

る
×

：
合

致
し

な
い

7
特

定
の

利
用

者
・
団

体
に

限
定

せ
ず

、
公

平
な

利
用

が
で

き
る

か
一

般
に

開
放

し
て

い
る

。

○
：
公

平
に

利
用

で
き

る
△

：
公

平
に

利
用

で
き

な
い

 場
合

が
あ

る
×

：
特

定
の

者
が

利
用

8
利

用
状

況
は

占
用

目
的

に
合

致
し

て
い

る
か

合
致

し
て

い
る

。

○
：
合

致
し

て
い

る
△

：
合

致
し

て
い

な
い

場
合

が
あ

る
×

：
合

致
し

て
い

な
い

9
連

携
体

制
「
川

ら
し

い
利

用
、

川
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

利
用

」
に

関
す

る
取

組
に

つ
い

て
、

施
設

利
用

者
や

地
域

住
民

、
市

民
団

体
等

と
連

携
し

て
い

る
か

河
川

の
自

然
環

境
を

活
か

し
た

利
用

の
検

討
に

あ
っ

て
は

，
淀

川
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

及
び

地
域

住
民

と
協

議
を

重
ね

て
い

る
。

○
：
連

携
し

て
い

る
△

：
検

討
中

×
：
連

携
し

て
い

な
い

1
0

自
然

環
境

の
保

全
・
再

生

保
全

す
べ

き
動

植
物

な
ど

、
占

用
区

域
及

び
そ

の
付

近
の

自
然

環
境

で
配

慮
す

べ
き

事
項

を
把

握
し

て
い

る
か

（
例

）
貴

重
種

の
生

育
・
生

息
地

、
ヨ

シ
原

、
干

潟
、

野
鳥

の
営

巣
地

、
外

来
種

の
繁

殖
等

カ
ル

テ
の

記
載

の
と

お
り

。
○

：
把

握
し

て
い

る
△

：
調

査
中

×
：
連

携
し

て
い

な
い

1
1

占
用

区
域

及
び

そ
の

付
近

に
お

い
て

、
水

位
変

動
に

よ
り

冠
水

・
撹

乱
さ

れ
る

区
域

を
把

握
し

て
い

る
か

平
成

2
3
年

（
台

風
1
2
号

）
及

び
平

成
2
5
年

（
台

風
1
8
号

）
の

被
害

に
よ

り
占

用
区

域
が

冠
水

。

○
：
把

握
し

て
い

る
△

：
調

査
中

×
：
連

携
し

て
い

な
い
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Ａ
ラ

ン
ク

案
件

の
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

の
様

式
（
2
/
2
）

記
入

者
：
伏

見
区

役
所

地
域

力
推

進
室

　
●

河
川

保
全

利
用

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
（
占

用
地

　
名

称
：
2
4
淀

・
桂

川
グ

ラ
ウ

ン
ド

）
N

o
確

認
の

視
点

確
認

事
項

過
年

度
意

見
過

年
度

意
見

に
つ

い
て

の
対

応
と

進
捗

占
用

者
に

よ
る

確
認

河
川

管
理

者
に

よ
る

確
認

河
川

保
全

利
用

委
員

会
の

意
見

評
価

欄
評

価
区

分
備

考

1
2

施
設

整
備

は
河

川
の

生
態

系
の

連
続

性
（
縦

断
方

向
及

び
横

断
方

向
）
の

確
保

な
ど

自
然

環
境

に
配

慮
し

て
い

る
か

（
例

）
水

際
部

に
緩

衝
緑

地
を

設
置

等

占
用

部
の

除
草

に
お

い
て

も
，

水
際

部
の

草
を

残
す

よ
う

に
配

慮
し

て
い

る
。

○
：
配

慮
し

て
い

る
△

：
検

討
中

×
：
配

慮
し

て
い

な
い

1
3

管
理

運
営

は
占

用
区

域
及

び
そ

の
付

近
の

自
然

環
境

の
保

全
・
再

生
に

配
慮

し
て

い
る

か
（
例

）
投

棄
さ

れ
た

ゴ
ミ

の
収

集
、

除
草

時
の

水
際

部
刈

り
残

し
、

野
鳥

の
営

巣
時

期
の

利
用

制
限

等

・
運

動
利

用
が

で
き

な
く
な

り
、

環
境

学
習

系
に

シ
フ

ト
し

て
い

る
と

い
う

の
が

興
味

深
い

。
こ

の
規

模
の

場
所

が
残

さ
れ

て
い

る
の

は
貴

重
。

こ
の

場
所

の
環

境
上

の
特

徴
を

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
が

知
っ

て
い

て
活

用
に

つ
な

げ
て

く
れ

て
い

る
の

は
良

い
事

例
で

あ
る

。

河
川

環
境

保
全

の
た

め
、

定
期

的
な

清
掃

活
動

を
行

う
と

と
も

に
、

関
心

を
持

っ
て

貰
え

る
イ

ベ
ン

ト
と

し
て

植
物

・
昆

虫
等

の
観

察
会

を
実

施
。

定
期

的
な

清
掃

活
動

を
実

施
す

る
な

ど
配

慮
し

て
い

る
。

○
：
配

慮
し

て
い

る
△

：
検

討
中

×
：
配

慮
し

て
い

な
い

1
4

施
設

利
用

者
に

占
用

区
域

及
び

そ
の

付
近

の
自

然
環

境
に

関
す

る
情

報
発

信
、

注
意

喚
起

は
行

っ
て

い
る

か
（
例

）
情

報
板

設
置

に
よ

る
環

境
配

慮
へ

の
啓

発
等

付
近

住
民

に
「
良

い
と

こ
ろ

に
住

ん
で

い
る

」
と

思
っ

て
も

ら
え

る
よ

う
に

し
て

い
く
と

よ
い

。

情
報

発
信

は
地

域
住

民
や

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
を

通
じ

て
行

っ
て

い
る

。

看
板

等
を

使
っ

た
啓

発
に

関
し

て
は

検
討

中
。

○
：
行

っ
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
行

っ
て

い
な

い

1
5

占
用

区
域

及
び

そ
の

付
近

の
自

然
環

境
を

活
か

し
た

環
境

学
習

・
保

全
活

動
を

行
っ

て
い

る
か

・
河

川
の

草
地

環
境

と
し

て
典

型
的

な
場

所
。

外
来

種
は

入
っ

て
き

て
い

る
が

、
い

ろ
い

ろ
な

活
用

が
で

き
る

場
所

。
一

定
の

管
理

を
し

な
が

ら
環

境
学

習
に

活
用

で
き

る
良

い
場

所
。

レ
ン

ジ
ャ

ー
は

達
人

が
多

い
の

で
連

携
し

な
が

ら
活

用
さ

れ
た

い
。

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
の

協
力

を
仰

ぎ
な

が
ら

、
児

童
館

に
通

う
地

域
の

子
供

た
ち

と
一

緒
に

、
葛

（
く
ず

）
を

利
用

し
た

リ
ー

ス
づ

く
り

イ
ベ

ン
ト

を
開

催
。

行
っ

て
い

る
。

○
：
行

っ
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
行

っ
て

い
な

い

1
6

適
正

な
利

用
不

許
可

の
工

作
物

は
設

置
さ

れ
て

い
な

い
か

な
し

○
：
設

置
さ

れ
て

い
な

い
△

：
設

置
さ

れ
る

場
合

が
あ

る
×

：
設

置
さ

れ
て

い
る

1
7

占
用

区
域

外
を

使
用

し
て

い
な

い
か

（
例

）
・
ト

イ
レ

、
道

具
入

れ
等

の
工

作
物

設
置

・
グ

ラ
ウ

ン
ド

、
駐

車
場

等
の

造
成

・
利

用
等

使
用

し
て

い
な

い
。

○
：
使

用
し

て
い

な
い

△
：
使

用
し

て
い

る
場

合
が

あ
る

×
：
使

用
し

て
い

る

1
8

占
用

施
設

及
び

そ
の

利
用

者
が

自
然

観
察

や
水

面
利

用
（
カ

ヌ
ー

、
釣

り
等

）
な

ど
を

行
う

河
川

利
用

者
の

水
辺

へ
の

ア
ク

セ
ス

の
支

障
に

な
っ

て
い

な
い

か

占
用

施
設

に
よ

る
支

障
は

生
じ

て
い

な
い

。

○
：
支

障
は

な
い

△
：
支

障
に

な
る

場
合

が
あ

る
×

：
支

障
が

あ
る

1
9

地
域

住
民

の
迷

惑
に

な
る

利
用

が
な

さ
れ

て
い

な
い

か （
例

）
施

設
利

用
者

に
よ

る
ゴ

ミ
の

投
棄

、
車

両
通

行
や

路
上

駐
車

に
よ

る
交

通
問

題
、

騒
音

等

現
地

へ
の

車
両

の
乗

り
入

れ
は

禁
止

し
て

お
り

，
そ

の
他

迷
惑

と
な

る
利

用
は

確
認

さ
れ

て
い

な
い

。

○
：
迷

惑
な

利
用

は
な

い
△

：
迷

惑
に

な
る

場
合

が
あ

る
×

：
迷

惑
な

利
用

が
あ

る

2
0

利
用

状
況

を
ふ

ま
え

た
管

理
運

営
・
利

用
の

ル
ー

ル
を

定
め

て
い

る
か

定
め

て
お

り
，

現
地

の
看

板
に

掲
示

し
て

い
る

。

○
：
定

め
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
定

め
て

い
な

い

2
1

管
理

運
営

・
利

用
の

ル
ー

ル
に

自
然

環
境

の
保

全
・

再
生

に
関

す
る

事
項

は
定

め
て

い
る

か

現
時

点
で

は
定

め
て

い
な

い
が

，
今

後
の

占
用

部
の

利
用

検
討

の
内

容
に

応
じ

て
策

定
を

検
討

す
る

。

○
：
定

め
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
定

め
て

い
な

い
、

又
は

ル
ー

ル
を

定
め

て
い

な
い

2
2

管
理

運
営

・
利

用
の

ル
ー

ル
は

施
設

利
用

者
及

び
管

理
運

営
者

に
周

知
し

て
い

る
か

現
地

の
看

板
に

よ
り

周
知

し
て

い
る

。

○
：
定

め
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
定

め
て

い
な

い
、

又
は

ル
ー

ル
を

定
め

て
い

な
い
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【参考資料】河川保全利用委員会速記録 

（関連部分のみ抜粋） 
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平成19年 委員会 駐車場利用の実態を把握するとともに、必要台数・整備及び維持管理のあり方等を河川
管理者と協議し、次回更新時に新たに申請すること。

廃材の積み上げ等、迷惑行為を監視するとともに、マナー向上に向けた周知を行うこと。
公園と水辺の連続性を持たせる工夫、利用者への環境啓発などを進めていただきたい。

上流の空間など、占用地と水際の自然が近接している場合は緩衝帯的な空間を設ける、
といった自然と共存するための方策について検討願いたい。

⇒利用者のマナー向上のための啓発チラシを作成する。占用区域外への駐車が発生しな
いように取り組む。

平成21年 委員会 水際の緩衝帯は、淀川河川公園基本計画のゾーニングに示される縦断方向の連続性
が確保できる利用形態となるように占用者と河川管理者とで努力していただきたい。

⇒自動車対策に注力しており、河川環境保全に係る新規の取組は行えていない。

平成23年 委員会 生態系に配慮するほか、草の刈り残し等をすることで、水際の緩衝帯を確保されたい。
占用地内または占用地外での緩衝帯について河川管理者と協議されたい。

占用地周辺の良好な河原環境について、安全な利用を前提に水辺へのアクセスに考え
てもらい、今後のテーマとしたい。

⇒ 水際の草を刈り残すようにしている。水辺へのアクセスは緊急治水対策工事後の形状
を考慮して検討する。

平成27年 委員会 関係部局と連携を図りながら、河川環境を活かした整備や利用者による河川清掃など、
治水と環境について住民が考える契機となるような施策を検討していただきたい。

今後も河川空間を占用する理由と多様な利用目的を示した上で、河川の自然環境を活
かした利用計画を作成することを条件に、占用期間は3年とする。

【桂川】

令和元年 委員会 ≪共通事項≫
普及啓発のサインを設置する際には桂川全体で統一したデザインであることが望ましい。

サインのうち、生物に関する情報の掲示にあたっては、生物多様性の地域戦略や、すで
に実施されている自然生態系調査と整合した内容とするよう努められたい。

河川管理者、公園管理者が協働で、利用者に対し、河川環境に関心を持ってもらえるよ
うな働きかけを積極的に行ってほしい。

規模が縮小されたが、運動用の平場だけでなく、背後に隣接する住宅地の市民の多様
なニーズに応えるよう配慮されたい。地域ワークショップなどを開催し住民参加型で検討
を進めるなど、工夫してよい場所にしてほしい。

自治会や河川レンジャーとの連携についても、今後検討されるということで期待したい。

「No.24 淀・桂川グラウンド(京都市伏⾒区)」

■過年度審議結果のレビュー
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【桂川】

令和4年 委員会 運動利用ができなくなり、環境学習系にシフトしているというのが興味深い。この規模の
場所が残されているのは貴重。この場所の環境上の特徴を河川レンジャーが知っていて
活用につなげてくれているのは良い事例である。

河川の草地環境として典型的な場所。外来種は入ってきているが、いろいろな活用がで
きる場所。一定の管理をしながら環境学習に活用できる良い場所。レンジャーは達人が
多いので連携しながら活用されたい。付近住民に「良いところに住んでいる」と思ってもら
えるようにしていくとよい。
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